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第１章 計画の策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨・位置付け 

本市では、秦野市総合計画を上位計画として、令和３（2021）年度に秦野市

工業振興基本計画を策定し、経営基盤の強化や受発注機会の拡大など、様々な

施策により市内企業の支援に取り組んできました。 

現計画が令和７年（2025）度末で計画期間を満了することから、総合計画後

期基本計画（令和８（2026）年度～令和 12（2030）年度）の策定に合わせ、本

市を取り巻く社会経済情勢の変化、各種統計データやＳＷＯＴ分析、実態調査

からみる現状や課題を踏まえ、新たに商業施策を加えた商・工業振興に関する

施策を推進する計画として、「秦野市商工業振興基本計画」を策定するものです。 

 

 

２ 計画の期間 

本計画は、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５か年を計画

期間とし、中・長期的な視点を持って、商・工業振興施策に取り組みます。 

 

 

分野別計画

秦野市中心市街地活性化基本計画

追加

工業振興
基本計画

商業施策
地域

(４駅にぎわい)

秦野市総合計画

拡充
秦野市商工業振興基本計画

工業施策 労働施策

秦野市立地適正化計画連携

セレクト神奈川ＮＥＸＴ　　　等

秦野市電子地域通貨事業基本計画

はだのＤＸ推進計画

秦野市都市マスタープラン

秦野市こども計画

Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度 Ｒ9年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 Ｒ12年度

総合計画 前期基本計画

総合計画 後期基本計画

商工業振興基本計画工業振興基本計画
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３ 計画の推進に向けて 

計画に掲げる施策の推進に当たっては、各年度において、関係団体との意見

交換や要望等を踏まえ、施策の実施状況の点検・評価を行い、その結果につい

て考察し、その後の対策や計画の見直しに反映していきます。 

計画期間の途中であっても、社会経済情勢や市の施策の方針に大幅な変更な

どが生じた場合は、必要に応じて計画を見直すこととします。 

 

また、施策の展開に当たっては、市ホームページや関係機関と連携した情報

伝達に加えて、生成ＡＩやＲＰＡ（Robotic Process Automation）などを活用

し、企業等が必要とする施策の最新情報を容易に入手し、これを効率的に活用

できるよう、取り組みます。 

 

 
【出典】総務省「自治体におけるＲＰＡ導入ガイドブック」 
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４ 商工業を取り巻く環境 

(1) 社会潮流 

生産年齢人口の減少と人手不足 

我が国では、少子高齢化の進行により、生産年齢人口（15～64 歳人口）が減

少しており、令和７（2025）年時点では約 7,353 万人（総務省推計）ですが、

国立社会保障・人口問題研究所の中位推計によれば、令和 12（2030）年には約

7,076 万人、令和 17（2035）年には約 6,722 万人と推計されています。こうし

た人口構造の変化は、多くの業種で労働力不足を引き起こし、事業継続に影響

を及ぼす大きな経営課題となっています。 

企業は、持続可能な経営のため、働き方の柔軟化や多様な人材の活用、職場

環境の改善、ＡＩなどのデジタル技術を活用した業務の自動化・効率化、新た

な顧客層の開拓など、需要の変化に応じた柔軟な戦略が求められています。 

生産性向上とＤＸの取組 

人手不足、国際競争力の低下といった課題に対し、国を挙げて生産性向上や

ＤＸの取組が進められています。令和７（2025）年に閣議決定された「デジタ

ル社会の実現に向けた重点計画」では、ＡＩ・デジタル技術の徹底活用やデジ

タル人材の確保・育成と体制整備などが重点施策に掲げられています。 

企業におけるＤＸの取組は着実に浸透し、情報処理推進機構が行った令和６

（2024）年度の調査では、その８割弱がＤＸに取り組んでいますが、成果の多

くが効率化に偏っていることが明らかになっています。中小企業においては、

DX の必要性は認識されつつも、具体の戦略や人材が不足する状況が多く、支援

体制の強化が求められています。今後は、単なるツールとしての導入ではなく

経営課題の解決と価値創造を目的とした「成長のためのＤＸ」への転換が重要

です。 

気候変動への対応 

気候変動は、企業の規模や業種を問わず、経営に直接的な影響を及ぼす重要

な課題です。 

気候変動によって生じる「移行リスク※」に対し、製造業では、省エネルギ

ー設備への更新や再生可能エネルギーの導入、サプライチェーン全体での CO₂

排出量の把握と削減が求められます。 

また、商業分野では、店舗運営や物流のエネルギー使用の見直しともに、地

産地消の推進や環境配慮型商品の提供などが重要になります。 

一方、「物理リスク※」に対しては、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、災害に
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強い施設や設備の整備、非常時の対応マニュアルの整備など、企業として継続

的な備えが求められます。 

※「移行リスク」脱炭素社会への移行に伴い、環境規制の強化や市場の価値  

観の変化によって、従来の製品やサービスが競争力を失う可能性を指す。 

※「物理リスク」気候変動により頻発する豪雨、猛暑などが事業所や設備、

物流、人員に影響を及ぼす可能性を指す。 

中心市街地の都市機能の低下 

人口減少に伴う地域の消費人口の減少や、地域の商店の事業継承問題、イン

ターネットショッピングの拡大、大型商業施設の進出等を背景として、中心市

街地の都市機能の低下が深刻な課題となっています。 

国や全国の市町村は、空き店舗の利活用、街なか居住の促進、公共交通の利

便性向上などを通じて、中心市街地における都市機能の増進、経済活力の向上

を図ろうとしています。令和７（2025）年４月時点で本市を含む 152 市４町で

累計 296 の中心市街地活性化基本計画が中心市街地活性化法に基づく認定を受

け、ハード・ソフト両面から様々な施策を展開しています。都市機能の回復に

は、地域住民・事業者・行政の連携による持続可能なまちづくりが不可欠とい

えます。 

デジタル化の推進 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、企業の経営に深刻な影響を与えた一方

で、企業にとって変革の契機ともなりました。オンライン販売の導入やキャッ

シュレス決済の普及など、デジタル化への対応が急速に進み、これまでＩＴ化

に消極的だった企業も、業務効率化や新たな販路開拓の必要性から、変化を余

儀なくされました。 

しかしながら、急な変化であったため、プライバシー保護や個人情報の管理

に対する根強い不安のほか、デジタル技術を理解し、活用する能力の格差が課

題となっています。そのため、誰もが安心して利用できる「人にやさしいデジ

タル社会」の実現に向けた支援体制の充実が求められます。 

働き方改革の進展 

人手不足、長時間労働、多様な働き方へのニーズの高まりを背景に、国主導

で、働き方改革が進められ、時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金の導入

など、法整備のほか、各種ガイドラインも整備されてきました。 

こうした動きを受け、企業側でも、テレワークやフレックスタイム制の導入、

育児・介護と両立できる柔軟な勤務形態の整備が広がり、長時間労働是正や賃

上げ等の労働条件改善といった働き方改革が進められています。 

一方、転職のハードルが低くなってきていることから、福利厚生の充実や職

場に定着するための対策が求められています。  
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(2) 外部環境・内部環境の分析（ＳＷＯＴ分析） 

 Ｓtrength 強み  

■交通利便性 

本市は、東西に小田急小田原線が通り、４つの鉄道駅を有し、秦野駅は新宿

駅から約１時間の距離にあります。 

東名高速道路の秦野中井ＩＣ（イン

ターチェンジ）は、東京ＩＣから約 40

分の距離にあります。令和４（2022）年

に、新東名高速道路の新秦野ＩＣ及び

秦野丹沢スマートＩＣが供用開始さ

れ、東京 IC からは約 35 分でアクセス

が可能となりました。全線が開通され

ると、首都圏に加え、関西・中部圏方面

への交通利便性が飛躍的に向上しま

す。 

■豊かな自然環境と秦野名水 

本市は首都圏に位置しながら、丹沢山地と渋沢丘陵に囲まれた県内唯一の盆

地で、市域の約 52％を森林が占めています。秦野盆地の地下に蓄えられた箱根

芦ノ湖の約４倍もの地下水が市内のいたるところで湧き出す「水と緑のまち」

です。 

 

 Ｗeakness 弱み  

■人口減少・高齢化 

本市の人口は平成 22（2010）年をピークに減少傾向にあります。高齢化率は

令和 7（2025）年に 31％を超え、労働力低下の進行が懸念されています。 

 

■中心市街地の都市機能の低下 

本市経済は、人口の減少、近隣地域への大型商業施設の進出やインターネッ

トショッピングの拡大等により、市内収益の地域外流出や地域内での購買活動

の縮小が懸念されています。さらに、中心市街地の空洞化が進み、駅周辺のに

ぎわいの低下が課題となっています。 

【出典】秦野市「表丹沢魅力づくり構想」 
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 ０pportunity 機会  

■高規格道路の整備 

高規格道路の整備に伴う交通ネットワークによる交通利便性の向上、沿道環

境の改善、災害時の代替路の確保などが期待されます。さらに、インターチェ

ンジの整備により、周辺の土地利用転換が進むことが考えられます。 

 

■生活様式の変化、価値観の多様化 

働き方や価値観が多様化する中で、自然環境の豊かな本市の住環境としての

魅力が再認識され、働く場所としての魅力向上が期待されます。さらに、デジ

タル化が進展し、暮らし方・働き方の選択肢が増えてきています。 

 

 Ｔhreat 脅威  

■自然災害の脅威 

全国的に自然災害が激甚化・頻発化しており、これまで以上に災害への備え

が重要となります。 

 

■事業承継 

中小企業における経営者の高齢化や後継者不足問題が今後更に進行し、事業

承継やＢＣＰ（事業継続計画）の課題が顕在化しつつあります。 

 

 Ｏ（機会） Ｔ（脅威） 

Ｓ（強み） 

 

強みを活かして機会を掴む 

■工業：新東名 IC 周辺への企業

誘致、産業用地の創出 

■商業：駅周辺の利便性向上、地

域資源を活かした消費 

■労働：多様な人材の雇用促進、

地域定着型職業訓練の強化 

強みを活かして脅威に立ち向かう 

■工業：災害対応型インフラ整

備、事業承継補助制度の活用 

■商業：商店街の BCP 支援、後継

者育成事業 

■労働：災害時の生活支援、技能

継承支援、労働相談体制の強化 

Ｗ（弱み） 

 

機会を活かして弱みを補強する 

■工業：多様な人材の雇用促進、

移住定住支援 

■商業：若者の地域参加促進、地

域通貨による消費促進 

■労働：スモールビジネス創出支

援、職業訓練と生活支援 

弱みを補強して脅威に立ち向かう 

■工業：BCP 策定支援、事業承継

支援 

■商業：商店街の安全・安心環境

整備、空き店舗再活用 

■労働：事業承継に伴う人材育成

支援、労働環境の改善 
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第２章 秦野市の商工業の現状と課題 

１ 統計データからみる現状と課題 

(1) 人口 

生産年齢人口 

本市の人口について、年齢 3 区分別の割合で見ると、昭和 55（1980）年以

降、老年人口は増加を続け、平成 17（2005）年には年少人口よりも多くなりま

した。また、生産年齢人口は平成７（1995）年まで増加を続け、この年の 74.3％

をピークに減少に転じており、この傾向は、今後も続くものと予測しています。 

《グラフ１》秦野市の人口推移（年齢３区分別構成割合） 

 
【出典】総務省「国勢調査」（各年）※年齢不詳を補間した数値 

    ※小数点以下を四捨五入しているため 100%にならない場合があります。 

 

 

【出典】＜実績＞総務省「国勢調査」（1980 年～2020 年）（※年齢不詳を補間した数値。） 
秦野市「人口と世帯」（2025 年）（※2020 年 10 月 1 日の国勢調査の数値を基に、毎月の住民基本台帳人口の異動を

加減した 2025 年 1 月 1 日時点の人口数。）＜将来推計＞秦野市「総合計画」 
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男女別労働力率 

本市の男女別・年齢５歳階級別の労働力をみると、男性では、15 歳～29 歳に

かけて大きく上昇し、65 歳以降に大きく下降しています。一方、女性では、15

歳～24 歳にかけて大きく上昇しますが 29 歳～34 歳で一度下降し、その後 49 歳

まで微増しますが、50 歳以降に再び下降しており、これは、結婚、出産、育児

などのライフイベントが関係していると考えられます。 

なお、令和 2（2010）年と平成 22（2020）年で比較すると、各年齢層で上昇

し、とりわけ 35 歳～39 歳や 55～59 歳、60～64 歳では 10 ポイント以上高くな

っており、女性の就業が進んでいることがうかがえます。 

 

《グラフ３》秦野市の男性の年齢別労働力率人口推移 

 
 

 

《グラフ４》秦野市の女性の年齢別労働力率人口推移 

 
 

※労働力人口：15 歳以上人口のうち、就業または完全失業の状態にある者 

【出典】総務省「国勢調査」（各年） 
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自市町村内就業率 

令和２（2020）年における本市の自市内就業率は 51.0％で、県内 33 自治体

の中で、高い方から数えて 11 番目となっています。市民のうち、半数以上が

本市内で就業していることから、一定程度の職住近接のまちと考えられます。 
 

《表１》県内自治体における自市内就業率 

 

※就業者：当該市町村に常住する 15 歳以上人口のうち、調査週間中、賃金、給料、諸手当、営業収益、手数料、

内職収入など、収入（現物収入を含む。）を伴う仕事を少しでもした者 

【出典】総務省「国勢調査」（各年） 

  

合計
市内で就業し
ている人数

率
県内
順位

合計
市内で就業し
ている人数

他市で就業し
ている人数

不詳 率
県内
順位

神奈川県 4,146,942 2,113,072 51.0% - 4,153,073 1,581,211 2,463,100 108,762 38.1% -

横浜市 1,703,374 990,578 58.2% 6 1,688,279 1,006,264 638,364 43,651 59.6% 4

川崎市 638,433 261,591 41.0% 16 717,359 302,843 393,869 20,647 42.2% 15

相模原市 330,058 166,569 50.5% 10 322,185 165,125 147,320 9,740 51.3% 10

横須賀市 178,757 108,734 60.8% 3 172,130 107,045 61,219 3,866 62.2% 2

平塚市 123,967 74,838 60.4% 5 110,810 61,519 46,112 3,179 55.5% 6

鎌倉市 72,820 27,359 37.6% 21 75,824 30,495 43,486 1,843 40.2% 18

藤沢市 187,851 84,664 45.1% 12 198,078 91,824 101,140 5,114 46.4% 12

小田原市 96,209 59,453 61.8% 2 88,060 52,169 33,256 2,635 59.2% 5

茅ヶ崎市 107,627 40,917 38.0% 20 105,229 40,702 61,669 2,858 38.7% 20

逗子市 25,344 6,970 27.5% 32 24,940 7,663 16,848 429 30.7% 29

三浦市 22,805 11,847 51.9% 8 19,391 10,030 8,825 536 51.7% 9

秦野市 76,290 39,109 51.3% 9 71,613 36,541 33,585 1,487 51.0% 11

厚木市 106,651 64,393 60.4% 4 102,230 61,914 38,002 2,314 60.6% 3

大和市 102,629 36,320 35.4% 23 100,085 35,434 61,748 2,903 35.4% 22

伊勢原市 48,978 20,604 42.1% 13 46,751 20,052 25,619 1,080 42.9% 13

海老名市 59,679 19,876 33.3% 25 61,753 21,321 39,151 1,281 34.5% 25

座間市 59,556 16,618 27.9% 31 56,009 17,738 36,750 1,521 31.7% 27

南足柄市 20,788 8,549 41.1% 15 19,326 7,703 11,535 88 39.9% 19

綾瀬市 38,947 14,823 38.1% 19 36,070 13,760 21,203 1,107 38.1% 21

葉山町 14,173 4,377 30.9% 27 13,996 4,875 8,844 277 34.8% 24

寒川町 23,376 9,819 42.0% 14 23,151 9,376 13,211 564 40.5% 17

大磯町 15,020 4,193 27.9% 30 14,330 4,080 9,899 351 28.5% 30

二宮町 13,275 3,566 26.9% 33 12,349 3,426 8,757 166 27.7% 31

中井町 5,049 2,014 39.9% 17 4,497 1,838 2,614 45 40.9% 16

大井町 8,829 2,812 31.8% 26 8,298 2,580 5,624 94 31.1% 28

松田町 5,709 1,635 28.6% 28 5,322 1,440 3,676 206 27.1% 33

山北町 5,857 2,327 39.7% 18 4,903 2,080 2,759 64 42.4% 14

開成町 7,780 2,182 28.0% 29 9,071 2,493 6,499 79 27.5% 32

箱根町 8,463 7,295 86.2% 1 6,274 5,097 885 292 81.2% 1

真鶴町 3,934 1,410 35.8% 22 3,076 1,075 1,987 14 34.9% 23

湯河原町 12,322 6,833 55.5% 7 10,554 5,851 4,603 100 55.4% 7

愛川町 20,748 10,216 49.2% 11 19,813 10,354 9,237 222 52.3% 8

清川村 1,644 581 35.3% 24 1,317 453 855 9 34.4% 26

2010年 2020年

就業者数（人） 自市町村内就業率 就業者数（人） 自市町村内就業率
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外国人労働者 

神奈川労働局の松田公共職業安定所管轄区域（秦野市・南足柄市・足柄上郡）

における令和６(2024)年 10 月末時点の外国人雇用事業所数は 400 事業所、外

国人労働者数は 2,503 人となっています。 

３年前と比較すると、それぞれ 19.4％、39.4％の増加となっています。特に、

専門的・技術的分野の在留資格者、産業別にみると建設業や医療、福祉業界で

働く外国人労働者数の増加が顕著です。 
 

《表２》松田公共職業安定所管轄区域における外国人雇用事業所数及び外国人労働者数 

 

【出典】神奈川労働局「外国人雇用状況」の届出状況表一覧」（各年） 

 

 

《表３》松田公共職業安定所管轄区域における在留資格別外国人労働者数 

 

【出典】神奈川労働局「「外国人雇用状況」の届出状況表一覧」（各年） 

【各在留資格の例】 

①教授、研究、介護など、②インターンシップ、④留学生などのアルバイト、⑤永住者や日本人の配偶者 

 

 

《表４》松田公共職業安定所管轄区域における産業別外国人労働者数 

 

【出典】神奈川労働局「「外国人雇用状況」の届出状況表一覧」（各年） 

  

うち派遣・
請負事業所

うち派遣・
請負事業所

令和３年10月末時点 335 14 1,796 216

令和６年10月末時点 400 12 2,503 341

令和３年から６年までの
増減

65 ▲ 2 707 125

令和３年から６年までの
変化率

19.4% ▲14.3% 39.4% 57.9%

外国人雇用事業所数(事業所） 外国人労働者数（人）

うち技術・
人文知識・
国際業務

うち
留学

うち
永住者

うち日本人
の配偶者等

うち永住者
の配偶者等

うち
定住者

令和３年10月末時点 1,796 264 135 34 360 147 124 991 660 119 30 182 0
令和６年10月末時点 2,503 680 254 135 543 79 36 1,066 650 130 36 250 0
令和３年から６年までの
増減 707 416 119 101 183 ▲ 68 ▲ 88 75 ▲ 10 11 6 68 0

令和３年から６年までの
変化率 39.4% 157.6% 88.1% 297.1% 50.8% ▲46.3% ▲71.0% 7.6% ▲1.5% 9.2% 20.0% 37.4% -

①専門的・技術的分野
の在留資格（人）全在留

資格計
（人）

②特定活
動（人）

③技能
実習
（人）

④資格外活動（人） ⑤身分に基づく在留資格（人）
⑥不明
（人）

全産業計
（人）

建設業
（人）

製造業
（人）

情報通信業
（人）

卸売業、
小売業
（人）

宿泊業、飲食
サービス業
（人）

教育、学習
支援業
（人）

医療、福祉
（人）

サービス業（他に分
類されないもの）

（人）

その他
（人）

令和３年10月末時点 1,796 182 906 2 177 47 2 122 250 108
令和６年10月末時点 2,503 292 1,233 7 226 84 8 220 334 99
令和３年から６年まで
の増減 707 110 327 5 49 37 6 98 84 ▲ 9

令和３年から６年まで
の変化率 39.4% 60.4% 36.1% 250.0% 27.7% 78.7% 300.0% 80.3% 33.6% ▲8.3%
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(2) 事業所数・従業者数 

本市の事業所数・従業者数をみると、平成 24（2012）年は 4,835 事業所・

53,234 人となっています。一方、令和３（2021）年は 4,343 事業所・51,372 人

となっています。 

業種別にみると、事業所数では「卸売業、小売業」、従業者数では「製造業」

が多いですが、近年では「医療、福祉」の増加が顕著です。 

《グラフ５》秦野市における民営事業所数・従業者数の推移 

 
※従業者数：市内で従業する者。市外常住者のうち本市で従業する者も含む。 

※調査方法が異なるため経年での単純比較はできない。 

【出典】総務省「経済センサス（活動調査）」（各年） 

《表５》秦野市における産業大分類別の民営事業所数・従業者数の推移 

                                

【出典】総務省「経済センサス（活動調査）」（各年） 

4,835
4,609
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事業所数 従業者数

(2012年の水準を100とした指数)

2012年 2016年 2021年 2012年 2016年 2021年

全産業（公務を除く） 4,835 4,609 4,343 53,234 51,583 51,372
農業，林業 19 22 14 191 261 229
漁業 0 0 0 0 0 0
鉱業，採石業，砂利採取業 1 0 0 1 0 0
建設業 482 450 429 2,851 2,510 2,347
製造業 454 409 383 14,905 13,040 13,365
電気・ガス・熱供給・水道業 6 3 5 192 160 118
情報通信業 44 25 34 284 653 1,185
運輸業，郵便業 73 78 76 2,158 2,361 2,047
卸売業，小売業 1,110 1,048 939 9,955 9,574 9,235
金融業，保険業 63 54 51 880 779 695
不動産業，物品賃貸業 432 389 375 1,067 1,049 1,010
学術研究，専門・技術サービス業 182 175 164 1,319 1,127 1,062
宿泊業，飲食サービス業 642 606 529 5,233 5,439 4,378
生活関連サービス業，娯楽業 473 465 428 2,437 2,372 2,168
教育，学習支援業 222 207 179 1,166 953 946
医療，福祉 363 425 468 7,817 8,700 9,884
複合サービス事業 14 23 22 119 422 326
サービス業（他に分類されないもの） 255 230 247 2,659 2,183 2,377

事業所数（事業所） 従業者数（人）
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《グラフ６》秦野市における産業大分類別の事業所数の推移 

 

【出典】総務省「経済センサス（活動調査）」（各年） 
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(3) 産業分類別の特徴 

 

令和３（2021）年における付加価値額の産業大分類別構成をみると、「製造業」

が全体の 35.2％と最も多く、次いで「医療、福祉」（16.6％）、「卸売業、小売

業」（14.1％）となっています。平成 24（2012）年から令和３（2021）年にかけ

て、「製造業」が減少傾向となり、「情報通信業」や「医療、福祉」は増加傾向

です。 

産業大分類別の付加価値額の推移をみると、平成 24（2012）年から令和３

（2021）年にかけての変化率が「情報通信業」で 556.3％、「サービス業（他に

分類されないもの）」で 96.5％と大きく増加し、「卸売業、小売業」でも 23.5％

と増加しています。一方で、「製造業」では 18.6％の減少となっています。 

 
《表６》秦野市における産業大分類別付加価値額の推移 

 

※「X」秘匿、「-」該当数値なし 

※年次は統計の調査年次である。経理項目である付加価値額については、前年１年間における経済活動によるもの  

である。 

※「付加価値額」とは、企業等の生産活動によって新たに生み出された価値のことで、生産額から原材料等の中間投

入額を差し引くことによって算出されるものです。上表では、総務省「経済センサス（活動調査）」における付加

価値額の推移を示しています。同統計では、付加価値額の算出が可能な情報が得られた企業における事業所に限

定した付加価値額の統計であり、厳密には、秦野市全体の付加価値額を表すものではありません（秦野市では、令

和３(2021)年における 4,488 事業所のうち約 91%の 4,081 事業所が付加価値額の算出対象となっています）。 

【出典】総務省「経済センサス（活動調査）」（各年）  

金額
(百万円)

構成割合
金額

(百万円)
構成割合

金額
(百万円)

構成割合

全産業（公務を除く） 219,954 100.0% 231,033 100.0% 215,893 100.0% -1.8%
農林漁業 332 0.2% 396 0.2% 821 0.4% 147.3%
鉱業，採石業，砂利採取業 X - 0 0.0% - - -
建設業 9,749 4.4% 10,863 4.7% 11,309 5.2% 16.0%
製造業 93,292 42.4% 81,442 35.3% 75,898 35.2% -18.6%
電気・ガス・熱供給・水道業 3,280 1.5% 1,087 0.5% 1,643 0.8% -49.9%
情報通信業 1,701 0.8% 5,038 2.2% 11,163 5.2% 556.3%
運輸業，郵便業 10,607 4.8% 11,340 4.9% 9,529 4.4% -10.2%
卸売業，小売業 24,580 11.2% 33,480 14.5% 30,356 14.1% 23.5%
金融業，保険業 9,218 4.2% 8,741 3.8% 6,025 2.8% -34.6%
不動産業，物品賃貸業 3,423 1.6% 4,410 1.9% 1,094 0.5% -68.0%
学術研究，専門・技術サービス業 6,937 3.2% 6,575 2.8% 5,643 2.6% -18.7%
宿泊業，飲食サービス業 6,604 3.0% 8,824 3.8% 5,450 2.5% -17.5%
生活関連サービス業，娯楽業 15,805 7.2% 13,482 5.8% 7,095 3.3% -55.1%
教育，学習支援業 1,622 0.7% 2,082 0.9% 2,106 1.0% 29.8%
医療，福祉 27,088 12.3% 34,003 14.7% 35,853 16.6% 32.4%
複合サービス事業 508 0.2% 3,552 1.5% 1,671 0.8% 228.9%
サービス業（他に分類されないもの） 5,208 2.4% 5,718 2.5% 10,236 4.7% 96.5%

産業大分類

付加価値額

2012年 2016年 2021年 変化率
(2012→
2021年)
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(4) 本市産業の強み 

 

令和２（2020）年における本市産業の特徴を「稼ぐ産業」、「雇用力のある産

業」、及び「生産性のある産業」の３つの観点から分析します。 

なお、各観点による本市産業の強みは以下のとおりです。 

 
《表７》秦野市における「稼ぐ産業」、「雇用力のある産業」、「生産性のある産業」 

 

※「稼ぐ産業」および「生産性のある産業」については令和２（2020）年のデータによる抽出、「雇用力のある産

業」については、令和３（2021）年のデータ。 

【出典】総務省「経済センサス（活動調査）」、「地域経済循環分析」（環境省、（株）価値総合研究所）から抽出 

 

図表で示すと以下のとおり。情報・通信機器及びガス・熱供給業は、「稼ぐ

産業」でもあり「生産性のある産業」でもあります。 

《図１》秦野市における強みのある産業図 

 
【出典】「地域経済循環分析」（環境省、株式会社価値総合研究所）による算出指標等から産業を抽出して作成 

分類 指標 上位の産業分類

稼ぐ産業

【修正特化係数】
当該産業の生産額シェアを全国と地域
で比較した指標。
比較優位な産業、つまり地域の得意な
産業を把握することができる。

情報・通信機器、電気機械、非鉄金属、ガ
ス・熱供給業、はん用・生産用・業務用機械

雇用力のある産業 【従業者割合】
保健衛生・社会事業、小売業、その他のサー
ビス、宿泊・飲食サービス業、教育

生産性のある産業 【従業者1人当たり付加価値額】
電気業、住宅賃貸業、情報・通信機器、ガ
ス・熱供給業、石油・石炭製品

稼ぐ産業

雇用力のある

産業

生産性のある

産業

情報・通信機器

ガス・熱供給業

非鉄金属 電気機械

はん用・生産用・

業務用機械

電気業

石油・石炭製品

住宅賃貸業

保健衛生・

社会事業

小売業

教育

宿泊・

飲食サービス業

その他のサービス
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本市産業は、付加価値額、就業者数いずれも製造業が最も多く、本市の強み

となっています。製造業のうち、産業中分類別の就業者数の多い上位業種は、

稼ぐ力が強く、雇用創出効果が高い業種といえます。こうした業種の誘致や施

設再整備を進めることは、税収増のみならず、移住定住の促進や雇用創出など、

より良い効果を生み出すことが期待されます。 

 

《グラフ７》産業大分類別付加価値額  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】総務省「経済センサス（活動調査）」（2021 年） 

 

 

《グラフ８》就業者数（正規の市内在住・市内通勤就業者数）  《グラフ９》製造業における産業中分類別就業者数 
 

 

 

【出典】「国勢調査」（2020 年）             【出典】経済産業省「製造業事業所調査」（2024 年）  
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建設業, 

6.9%

製造業, 

34.2%

情報通信業, 2.5%

運輸業，郵便業, 4.9%

卸売業，

小売業, 

6.8%
学術研究，専門・技術

サービス業, 2.7%

生活関連サー

ビス業，娯楽

業, 2.2%

教育，学習

支援業, 

4.9%

医療，福祉, 

18.8%

サービス業（他に分類

されないもの）, 4.7%
公務, 4.3%

食料品製造業

1,591

12%

化学工業

776

6%

プラス

チック製

品製造業

593

5%

非鉄金属

製造業

987

8%

金属製品

製造業

1,016

8%

はん用機械器具製造業

541

4.2%

生産用機

械器具製

造業

1,279

10%

業務用機械器

具製造業

468

3.7%

電気機械器

具製造業

2,307

18.0%

輸送用機械

器具製造業

2,321

18.1%

単位：人

製造業計：12,797人
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(5) 製造業の動向及び推計 

 

本市の平成 25（2013）年から令和６（2024）年までの製造業の動向をみると、

製造品出荷額等は約 4,000～6,000 億円で推移しています。 

産業分類別にみると、令和６（2024）年では「輸送用機械器具製造業」が最

も多く、次いで、「電気機械器具製造業」、「非鉄金属製造業」と続いています。 

 

《グラフ 10》秦野市における製造品出荷額等の推移 

 
※製造品出荷額等：1 年間における製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であ

り、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税を含んだ額 

※年次は統計の調査年次である。経理項目である付加価値額については、前年１年間における経済活動によるもの

である。 

※令和３年（2021 年）以前の製造品出荷額等は、従業者数４人以上の事業所について集計したもの 

※令和４年（2022 年）以降の製造品出荷額等は、個人経営以外の製造業の事業所について集計したもの 

【出典】経済産業省「工業統計」(2013～2014 年、2016 年～2020 年)、 

総務省「経済センサス」(2016 年、2021 年)、経済産業省「製造業事業所調査」(2022～2024 年） 

 
《表８》秦野市における産業別製造品出荷額等の推移 

 
※「X」：秘匿 

※年次は統計の調査年次である。経理項目である付加価値額については、前年１年間における経済活動によるもの

である。 

【出典】経済産業省「工業統計」(2013～2014 年、2016 年～2020 年)、 

総務省「経済センサス」(2016 年、2021 年)、経済産業省「製造業事業所調査」(2022～2024 年） 

4,402 4,552 4,353
4,640

5,844 5,985 5,785 5,743

4,006

4,636 4,647

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2013年 2014年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

(億円)

2013年 2014年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

製造業計 4,402 4,552 4,353 4,640 5,844 5,985 5,785 5,743 4,006 4,636 4,647

食料品製造業 364 359 278 336 345 339 329 355 405 426 441

化学工業 195 203 258 251 256 262 232 224 206 210 214

プラスチック製品製造業
（別掲を除く）

41 109 77 119 134 132 146 138 166 174 132

非鉄金属製造業 566 602 555 530 546 581 523 570 807 925 745

金属製品製造業 203 246 236 250 255 263 255 211 223 246 253

はん用機械器具製造業 69 72 79 71 80 78 86 80 12 105 120

生産用機械器具製造業 155 159 341 187 204 150 146 286 364 400 420

業務用機械器具製造業 74 122 85 142 106 116 119 84 92 96 92

電子部品・デバイス・
電子回路製造業

85 92 12 291 135 141 124 91 156 210 151

電気機械器具製造業 707 726 825 866 1,021 939 937 847 722 812 835

情報通信機械器具製造業 808 X X X 1,821 1,836 1,812 2,247 X X X

輸送用機械器具製造業 1,019 937 642 726 837 921 861 479 611 711 1,055
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製造業に係る将来推計 

現状の労働生産性（従業者当たり付加価値額）等が今後も継続するとの前提

を置き、10 年後である令和 17（2035）年における製造業の生産活動規模を推計

します。 

■推計結果 

推計によれば、10 年後である令和 17（2035）年にかけて、対令和３（2021）

年比で、全産業の付加価値額は約 40 億円減少、製造業では約 68 億円増加の見

込み、製造品出荷額等は約 235 億円増加の見込みです。 

 
※「経済センサス（活動調査）」（総務省）は、統計の性質上、付加価値額は全ての事業所を対象としたものではなく、

算出可能な回答の得られた事業所を対象としたものです。したがって、本章２（２）の事業所数や従業者数とは異

なる点に留意が必要です。 

 

■推計の考え方 

事業所当たりや従業者当たりの生産力が今後も一定であるという前提で、経

済全体の動向に関する指標となる市内の総付加価値額の将来推計値をもとに、

将来時点における製造業の付加価値額及び製造品出荷額等を算出します。 

 

◆付加価値額の将来推計 

・「経済センサス（活動調査）」（総務省）による付加価値額の過年度推移が将来

的にも継続すると仮定し、令和 17（2035）年における将来値を推計 

・製造業におけるトレンドも踏まえて、製造業の付加価値額の将来値を推計 

 

◆事業所数、従業者数の将来推計 

・製造業の付加価値額の将来値をもとに、「事業所当たり付加価値額」及び「従

業者当たり付加価値額」が一定であるという前提で、以下の式で事業所数及

び従業者数の将来値を推計 

2012年 2016年 2021年
2028年
(推計)

2030年
(推計)

2035年
(推計)

事業所数(事業所) 4,000 4,238 4,081 4,113 4,122 4,145
従業者数(人) 47,049 49,406 50,605 49,620 49,338 48,635
付加価値額(百万円) 219,954 231,033 215,893 213,896 213,326 211,899

事業所数(事業所) 401 386 364 372 374 380
従業者数(人) 14,123 13,051 13,781 13,547 13,481 13,314

付加価値額(百万円) 93,292 81,442 75,898 79,309 80,284 82,720
製造品出荷額等(百万円) - - 574,298 586,031 589,384 597,765

全
産
業

製
造
業
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・「事業所数の将来推計値」 

＝「付加価値額の将来推計値」÷「事業所当たり付加価値額」 

・「従業者数の将来推計値」 

＝「付加価値額の将来推計値」÷「従業者当たり付加価値額」 

 

◆製造品出荷額等の将来推計 

・事業所数及び従業者数の将来値をもとに、「事業所当たり製造品出荷額等」及

び「従業者当たり製造品出荷額等」が一定であるという前提で、以下の式で

製造品出荷額等の将来値を推計 

・「製造品出荷額等の将来推計値」 

＝（「事業所数の将来推計値」×「事業所当たり製造品出荷額等」 

 ＋「従業者数の将来推計値」×「従業者当たり製造品出荷額等」）÷２ 

 ※事業所数による推計と従業者数による推計の平均値を採用 
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(6) 卸売業・小売業の動向及び推計 

 

本市の平成 24（2012）年から令和３（2021）年までの卸売業・小売業の動

向をみると、年間商品販売額は、約 1,510～1,740 億円で推移しています。 

本市の県内シェアについては、卸売業で 0.30％、小売業で 1.50％と、県全

体に対する本市の人口比（1.76％）に比べると低くなっています。 

 
《グラフ 11》秦野市における年間商品販売額の推移 

 
※年間商品販売額：1 年間の当該事業所における有体商品の販売額。 

【出典】総務省「経済センサス（活動調査）」（各年） 

 
《表９》秦野市における分類別の年間商品販売額の推移 

  
※「X」秘匿、「-」該当なし 

【出典】総務省「経済センサス（活動調査）」（各年） 

1,512

1,742
1,646

384
473

367

1,128
1,269 1,279

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2012年 2016年 2021年

合計 卸売業計 小売業計(億円)

2012年 2016年 2021年

合計 151,220 174,224 164,629

卸売業計 38,373 47,335 36,703

 各種商品卸売業 － X X

 繊維・衣服等卸売業 103 X 990

 飲食料品卸売業 4,525 6,596 2,707

 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 10,086 11,127 8,770

 機械器具卸売業 5,562 4,903 6,096

 その他の卸売業 18,096 X X

 秘匿（卸売業） － 24,709 18,140

小売業計 112,847 126,889 127,926

 各種商品小売業 X 15,238 14,306

 織物・衣服・身の回り品小売業 4,544 6,110 4,755

 飲食料品小売業 35,426 40,747 39,459

 機械器具小売業 21,476 20,205 22,841

 その他の小売業 X 44,107 44,563

 無店舗小売業 971 482 2,002

 秘匿（小売業） 50,430 － －

年間商品販売額（百万円）
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《表 10》秦野市及び近隣市における年間商品販売額（卸売業と小売業の合計）の推移 

 

【出典】総務省「経済センサス（活動調査）」（各年） 

 
《表 11》秦野市及び近隣市における年間商品販売額（卸売業）の推移 

 

【出典】総務省「経済センサス（活動調査）」（各年） 

 
《表 12》秦野市及び近隣市における年間商品販売額（小売業）の推移 

 

【出典】総務省「経済センサス（活動調査）」（各年） 

  

金額
(百万円)

県内
シェア

県内
順位

金額
(百万円)

県内
シェア

県内
順位

金額
(百万円)

県内
シェア

県内
順位

秦野市 151,220 0.91% 15 174,224 0.83% 15 164,629 0.79% 15

平塚市 447,096 2.69% 6 598,176 2.85% 6 598,154 2.85% 6

小田原市 360,541 2.17% 9 400,281 1.91% 9 338,549 1.61% 11

厚木市 904,678 5.44% 4 1,196,383 5.69% 3 1,081,650 5.16% 4

大和市 378,493 2.27% 8 432,117 2.06% 8 424,053 2.02% 8

伊勢原市 261,984 1.57% 10 244,190 1.16% 12 214,314 1.02% 13

海老名市 211,572 1.27% 11 300,314 1.43% 10 350,450 1.67% 9

地域 2012年 2016年 2021年

年間商品販売額

金額
(百万円)

県内
シェア

県内
順位

金額
(百万円)

県内
シェア

県内
順位

金額
(百万円)

県内
シェア

県内
順位

秦野市 38,373 0.40% 17 47,335 0.39% 18 36,703 0.30% 19

平塚市 248,058 2.57% 6 339,644 2.80% 5 346,849 2.79% 5

小田原市 146,016 1.51% 9 172,330 1.42% 9 134,610 1.08% 11

厚木市 701,527 7.26% 3 948,339 7.82% 3 844,661 6.80% 3

大和市 201,123 2.08% 7 203,458 1.68% 8 208,368 1.68% 8

伊勢原市 189,431 1.96% 8 155,386 1.28% 10 124,131 1.00% 12

海老名市 106,276 1.10% 13 152,479 1.26% 11 146,856 1.18% 9

地域

年間商品販売額

2012年 2016年 2021年

金額
(百万円)

県内
シェア

県内
順位

金額
(百万円)

県内
シェア

県内
順位

金額
(百万円)

県内
シェア

県内
順位

秦野市 112,847 1.62% 12 126,889 1.43% 13 127,926 1.50% 13

平塚市 199,038 2.86% 8 258,532 2.91% 6 251,305 2.94% 6

小田原市 214,525 3.08% 6 227,951 2.57% 9 203,939 2.38% 9

厚木市 203,150 2.91% 7 248,045 2.79% 7 236,989 2.77% 7

大和市 177,369 2.54% 9 228,659 2.57% 8 215,685 2.52% 8

伊勢原市 72,554 1.04% 14 88,804 1.00% 15 90,183 1.05% 15

海老名市 105,295 1.51% 13 147,835 1.66% 12 203,595 2.38% 10

地域

年間商品販売額

2012年 2016年 2021年
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卸売業・小売業に係る将来推計 

現状の労働生産性（従業者当たり付加価値額）等が今後も継続する等の前提

を置き、10 年後である令和 17（2035）年における卸売業及び小売業の生産活動

規模を推計します。 

 

■推計結果 

10 年後である令和 17（2035）年にかけて、対令和３（2021）年比で、全産業

の付加価値額は約 40 億円減少、卸売業・小売業では約６億円増加の見込み、年

間商品販売額は約 663 億円増加の見込みです。 

 
 ※「経済センサス（活動調査）」（総務省）は、統計の性質上、付加価値額は全ての事業所を対象としたものではな
く、算出可能な回答の得られた事業所を対象としたものです。したがって、本章２（２）の事業所数や従業者数

とは異なる点に留意が必要です。 

 

■推計の考え方 

事業所当たりや従業者当たりの生産力が今後も一定であるという前提で、経

済全体の動向に関する指標となる市内の総付加価値額の将来推計値をもとに、

将来時点における卸売業・小売業の付加価値額及び年間商品販売額を算出しま

す。 

 

◆付加価値額の将来推計 

・「経済センサス（活動調査）」（総務省）による付加価値額の過年度推移が将来

的にも継続すると仮定し、令和 17（2035）年における将来値を推計 

・卸売業・小売業におけるトレンドも踏まえて、卸売業・小売業の付加価値額

の将来値を推計 

 

2012年 2016年 2021年
2028年
(推計)

2030年
(推計)

2035年
(推計)

事業所数(事業所） 4,000 4,238 4,081 4,113 4,122 4,145

従業者数(人) 47,049 49,406 50,605 49,620 49,338 48,635

付加価値額(百万円 219,954 231,033 215,893 213,896 213,326 211,899

事業所数(事業所) 931 978 890 1,005 1,038 1,121

従業者数(人) 8,513 9,049 8,906 9,545 9,728 10,185

付加価値額(百万円) 24,580 33,480 30,356 30,650 30,734 30,944

年間商品販売額(百万円) - - 164,629 197,797 207,274 230,966

うち小売業(百万円) - - 127,926 142,684 146,900 157,441

全
産
業

卸
売
業
、

小
売
業
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◆事業所数、従業者数の将来推計 

・卸売業・小売業の付加価値額の将来値をもとに、「事業所当たり付加価値額」

及び「従業者当たり付加価値額」が一定であるという前提で、以下の式で事

業所数及び従業者数の将来値を推計 

・「事業所数の将来推計値」 

＝「付加価値額の将来推計値」÷「事業所当たり付加価値額」 

・「従業者数の将来推計値」 

＝「付加価値額の将来推計値」÷「従業者当たり付加価値額」 

 

◆年間商品販売額の将来推計 

・事業所数及び従業者数の将来値をもとに、「事業所当たり年間商品販売額」及

び「従業者当たり年間商品販売額」が一定であるという前提で、以下の式で

年間商品販売額の将来値を推計 

・「年間商品販売額の将来推計値」 

＝（「事業所数の将来推計値」×「事業所当たり年間商品販売額」 

 ＋「従業者数の将来推計値」×「従業者当たり年間商品販売額」）÷２ 

 ※事業所数による推計と従業者数による推計の平均値を採用 
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(7) 土地利用状況 

 

本市は、市域全体を都市計画区域に指定し、このうち、地域特性に応じた都

市的土地利用を進める市街化区域の面積は 2,459ha で、市域の 23.7％、原則的

に市街化を抑制する市街化調整区域は 7,917ha で、76.3％を占めています。 

 
《図２》土地利用状況 

 
【出典】秦野市「都市計画基礎調査」（令和２（2020）年）より作成 

 

            《表 13》市街化区域の用途地域指定状況         

 

用途区域別でみると、工

業系地域（工業専用地域、工

業地域、準工業地域）は約

488ha で、市街化区域の

19.9％、商業系地域（商業地

域、近隣商業地域）は約 83ha

で、3.4％となっています。             

（背景図の出典）国土地理院「地理院地図」

面積(ha)
市域全体に
おける割合

10,376 100.0%

7,918 76.3%

2,458 23.7% 100.0%

1,887 18.2% 76.8%

83 0.8% 3.4%

商業地域 28 0.3% 1.1%

近隣商業地域 55 0.5% 2.2%

488 4.7% 19.9%

工業専用地域 211 2.0% 8.6%

工業地域 170 1.6% 6.9%

準工業地域 107 1.0% 4.4%

商業系

工業系

区分
市街化区域に
おける割合市域面積（都市計画区域）

市街化調整区域

市街化区域

住居系

【出典】「秦野市の都市計画の概要」 
小数点以下を四捨五入しているため、内訳の和と合計値が合わない場合があります。 
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工業系用途地域のうち、40.2％は工場等の土地利用がされていますが、18.4％

は住宅等の土地利用となっており、有効的な土地利用が図られていない状況と

なっています。一方で、住宅系用途地域のうち、工場等の土地利用は 0.5％で、

昭和 30 年代の曽屋原工業地に始まり、平沢、堀山下、東名秦野と工業団地が整

備されてきたことにより、住工混在の課題は解消されつつあります。 

 
《グラフ 12》工業系用途地域における土地利用状況 

 

【出典】秦野市「都市計画基礎調査データ」（令和２年）及び国土交通省「国土数値情報ダウンロード」を集計 

  ※「その他」は、駐車場・その他空地（6.8%）、運輸倉庫用地（2.8%）、公共文教厚生用地（2.3%）、公園・ゴ

ルフ場等（1.2%）など。 

 

 
《グラフ 13》住宅系用途地域における土地利用状況 

 

【出典】秦野市「都市計画基礎調査データ」（令和２年）及び国土交通省「国土数値情報ダウンロード」を集計 

 

 
《グラフ 14》商業系用途地域における土地利用状況 

 

【出典】秦野市「都市計画基礎調査データ」（令和２年）及び国土交通省「国土数値情報ダウンロード」を集計 
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(8) 財政状況 

 

本市の一般会計の歳出は、年々増加傾向にありますが、歳入の根幹をなす市

税収入は横ばいで推移しており、企業の新規立地や事業拡大に伴う法人市民税

や固定資産税の増、雇用創出に伴う個人市民税の増、さらには、企業の進出に

よる地域内消費や投資の拡大による地域経済の活性化が必要です。 

 

《グラフ 15》一般会計の歳出（性質別経費）の推移 

 

【出典】秦野市「決算資料」（各年） 

 
《グラフ 16》市税収入の推移 

 
【出典】秦野市「決算資料」（各年） 
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２ 実態調査からみる現状と課題 

(1) 工業実態調査 

本市が令和６（2024）年度に実施した「令和６年度工業実態調査」の調査報告書を抜粋

し、工業に係る現状と課題を示します。 

操業年次 

市内事業所の操業年次では、「昭和

41 年～昭和 50 年」が 29.0％と最も高

く、全体の５割以上が操業開始から

60 年以上、７割以上が 30 年以上経過

しています。 

 

従業員数 

事業所の従業員数では、「1～4 人」と「20～49

人」が 22.1％と最も高く、全体の 55.6％が従業

員数 19 人以下となっています。 

 

 

 

 

敷地面積 

事業所の敷地面積では、「1,000 ㎡以

上 5,000 ㎡未満」が 24.4％と最も高く、

次いで「500 ㎡未満」が 16.8％、「500 ㎡

以上 1,000 ㎡未満」が 12.2％となって

おり、全体の 53.4％が敷地面積 5,000 ㎡

未満となっています。 
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経営課題 

経営上の課題は、「人材の確保・育成」が 42.7％と最も多く、次いで「設備の老朽化」

が 25.2％、「原材料費等の高騰」が 23.7％となっています。 

 

将来展望 

今後の経営状況の見通しでは、全体では「現状より拡大する予定」が 22.1％、「現状維

持」が 58.0％、「現状より縮小していく予定」が 13.7％となっています。経営者の年齢別

では、経営者の高齢化に伴い、現状より縮小することを視野に入れる企業が一定数存在し

ていることがうかがえます。 
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用地ニーズ 

施設や事業の拡大、縮小等の

計画を持ち、かつ「拡大・増設

の予定がある」と回答した企業

のうち、「新たに事業用地を求

める理由」を聞いたところ、「既

存施設では手狭」が 52.0％と最

も高く、次いで「既存施設が老

朽化」が 32.0％、「住工混在を

避けるため」が 8.0％などとなっています。 

 

また、「拡大・増設の予定がある」と回答

した事業所が求める用地の面積は、「1,000

㎡未満」及び「1,000～3,000 ㎡未満」がそ

れぞれ 28.0％と最も高く、次いで「3,000

～5,000 ㎡未満」が 12.0％と、5,000 ㎡未

満が全体の 68.0％を占めています。 

 

 

ビジネス環境の評価 

本市を他の地域と比較したときの優劣の上位５位をみると、優れている点では、「高速

道路、インターチェンジ、主要幹線道路への近接性」が 66.4％と最も多く、次いで「従業

員やその家族が快適に暮らせる良好な住環境の整備・充実度」が 26.0％、「鉄道、バス等

の公共交通機関の利便性」が 23.7％となっており、生活環境の整備が充実していることが

優位に挙げられています。 

一方、劣っている点では、「専門的な人材の確保」が 32.1％と最も多く、次いで「大学・

公的機関の技術情報の入手の容易さ」が 25.2％、「大学・公的機関との共同開発など、技

術連携の場」が 24.4％となっており、人材の確保や、技術連携の場の不足が課題となって

います。 
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期待する施策 

事業所が必要とする市からの支援策は、「税制面（固定資産税）での優遇措置」が 40.5％

と最も高く、次いで「施設・設備に対する助成・融資」が 34.4％、「融資制度」が 29.8％

となっています。 
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(2) 商業実態調査 

本市が令和６（2024）年度に実施した「令和６年度商業実態調査」の調査報告書を抜粋

し、商業に係る現状と課題を示します。 

経営者年齢層 

経営者の年代では、「70 歳以上」が 36.5％

と最も高く、次いで「50 歳代」が 23.3％、「60 

歳代」が 20.1％となっており、全体の 56.6％

が 60 歳以上となっています。 

 

顧客年齢層 

主たる顧客の年齢層は、全体では「60 歳代」が 22.9％と最も高く、次いで「50 歳代」

が 18.9％、「70 歳以上」が 15.7％と続いており、20～30 代は 7.6％と、極端に少ない状

況となっています。 

駅勢圏別にみると、秦野駅や鶴巻温泉駅では、「50 歳代」～「70 歳以上」の割合が高く

なっています。渋沢駅では「40 歳代」の割合が 24.0％と他の駅より高いほか、東海大学

前駅では、「10 歳代」、「20 歳代」、「30 歳代」の割合が他の駅より非常に高くなっていま

す。 

 

 

経営課題 

経営上の課題は、「売上の伸び悩み」が 43.0％と最も高く、次いで「従業員の確保や育

成」が 28.5％、「後継者の問題」が 26.5％、「店舗の老朽化」が 22.9％、「諸経費や金利負

担の増加」が 18.1％となっています。 
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将来展望 

将来展望や経営状況の見直しは、「現状維持」が

59.0％と最も高く、次いで「現状より縮小してい

く予定」が 20.9％、「現状より拡大する予定」が

11.2％と、「縮小する予定」が「拡大する予定」よ

りも上回っています。 

 

決済手段 

導入している決済方法は、

「現金支払い」が 92.4％と最も

高く、次いで「クレジットカー

ド」が 38.2％、「電子マネー（交

通系・流通系ＩＣカード）」が

27.3％となっています。 
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事業承継 

事業承継の考

え方は、「現在の

事業を継続する

つもりがない」が

22.5％と最も高

く、以下、「子ども

（娘婿などを含

む）に承継」が

20.9％、「現時点

で考えるつもり

はない」が 19.7％となっています。 

経営者の年代別にみると、60 歳代では 24.0％、70 歳以上では 28.6％が「現在の事業を

継続するつもりがない」となっています。 

 

期待する施策 

必要とする市からの支援策は、

「融資制度、利子補助制度、信用

保証料等への支援」が 26.9％と最

も高く、次いで「商店街の駐車場

確保への支援」が 20.9％、「空き

店舗利用への支援」が 19.7％とな

っています。 
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(3) 空き店舗実態調査 

空き店舗数 

商店会エリアの空き店舗数は 124 件で、前回（令和元（2019）年度）調査と比べ 17 店

舗増加しています。このうち、賃貸借を希望する店舗数はわずか５店舗で、かつて店舗だ

ったところが住宅利用などに変わり、商業利用が困難な状況がうかがえます。 

 

 

【出典】秦野市「秦野市空き店舗実態調査結果」 

 

 

商店会加盟店舗数 

商店会に加盟する店舗の数は年々減少傾向にあります。 

 

【出典】秦野市 商店会加盟店舗調べ  

R6 Ｒ1（参考） 増減

秦野駅 473 55 46 9 1

渋沢駅 471 47 44 3 4

鶴巻温泉駅 176 10 10 0 0

東海大学前駅 93 12 7 5 0

合計 1213 124 107 17 5
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(4) 消費者購買（買物行動）実態調査 

本市が令和６（2024）年度に実施した「令和６年度消費者購買（買物行動）実態調査」

の調査報告書を抜粋し、買物行動に係る現状と課題を示します。 

支払い方法 

「現金」が 76.4％と最も高く、次いで「クレジットカード」が 49.4％、「電子マネーカ

ード（交通系・流通系 IC カード）」が 30.0％となっています。 

年代別では、20 歳代では「現金」と「クレジットカード」が 61.1％で最も高く、30 歳

代では「クレジットカード」の割合が最も高くなっています。年齢が高くなるにつれて、

「現金」の割合が高くなる傾向となっています。 

 

 

市内４駅周辺の商店や商店街に望むもの  

「魅力的な飲食店の設置」が 41.3％と最も高く、次いで「駐輪場や駐車場の確保・整備」

38.8％、「大型・量販店と違う品揃え」22.7％となっています。 

前回（令和元（2019）年度）調査と比較すると、「支払いのキャッシュレス化」が 7.8％

から 11.4％と 3.6 ポイント、「魅力的な飲食店の設置」が 38.6％から 41.3％と 2.7 ポイ

ント増加しています。 

 

(％) 
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お店を選ぶ主な条件 

「品揃えが豊富で鮮度・品質が良い」が 51.8％と最も高く、次いで「自宅近くで買い物

時間を優先できる」が 48.9％、「値段が安い」が 47.8％となっています。年代別で特徴的

なものとしては、70 歳以上では「自宅近くで買い物時間を優先できる」の割合が最も高

くなっています。 

 
 

商店街でのイベントや催事 

「出かけない」が 51.5％と最も高く、次いで「イベント内容に魅力があるかどうかによ

って出かける」が 42.1％、「出かける」が 5.2％となっています。 

年代別では、「イベント

内容に魅力があるかどう

かによって出かける」の割

合は、10 歳代では６割台、

20 歳代から 40 歳代では５

割台、50 歳代及び 60 歳代

では４割台、70歳代では３

割台となっています。 

 



基本
目標

基本政策 施策の柱 施策 主な取組み

(1)安定した事業継続の支援

　Ⅰ 人材の確保・人手不足対策 高校生と企業との交流事業、子育て世帯就職相談会
　Ⅱ 資金繰り支援 ハイテク機器設備資金、融資資金利子補給制度
　Ⅲ 脱炭素・気候変動対策 脱炭素設備等導入促進資金、コンソーシアム
　Ⅳ 災害リスク対策 ＢＣＰ計画作成支援、セーフティネット保証
　Ⅴ 事業承継支援 事業承継保証
(2)生産性の向上や新たな事業展開

　Ⅰ 設備投資 先端設備等導入計画の認定、地域未来投資促進法に基づく支援

　Ⅱ 高度技術、企業間の連携 産学工連携推進事業、ワークスペースを活用した交流機会
　Ⅲ 受発注機会の拡大 工業技術見本市への出展支援、はだのものづくり企業支援サイト

　Ⅳ 起業・イノベーション支援 特定創業支援等事業、児童・生徒創意工夫展

　Ⅴ 新規立地・施設再整備 企業立地奨励金、固定資産税等の課税免除

(1)労働者支援

　Ⅰ 求職支援・雇用マッチング ハローワークと連携した就職支援、合同就職面接会
　Ⅱ 職業訓練 かなテクカレッジ、自立支援教育訓練給付金
　Ⅲ 労働相談 街頭労働相談会、労働講座
　Ⅳ 生活支援 労働者生活資金、高等職業訓練促進給付金
(2)事業主支援
　Ⅰ 奨励制度・補助金 退職金共済制度奨励補助金、優良店舗工場表彰
　Ⅱ 労働環境の充実支援 中小企業福利厚生向上事業

(1)電子地域通貨を活用した域内消費の拡大 電子地域通貨OMOTANコイン
(2)個店の支援
　Ⅰ 個店への誘客支援 商人魂お役立て講座、空き店舗活用補助金

　Ⅱ 起業・イノベーション支援 起業・イノベーション支援拠点、スモールビジネス創出事業
　Ⅲ 資金繰り支援 経済変動特別資金、融資資金利子補給制度
　Ⅳ 脱炭素・気候変動対策 脱炭素設備等導入促進資金、コンソーシアム
　Ⅴ 災害リスク対策 ＢＣＰ計画作成支援、セーフティネット保証
　Ⅵ 事業承継支援 事業承継保証
　Ⅶ 地域ブランドによる価値向上 はだのブランド
(3)商店街の振興
　Ⅰ 商業機能の維持向上 中心市街地活性化推進方針、4駅周辺にぎわいづくり補助金

　Ⅱ 商店街への誘客支援 販売促進事業補助金、商業活力向上補助金

鶴巻温泉駅 住んでよし、訪れてよし　温泉とジビエのまち
東海大学前駅 多世代みんなが主役　愛着のあるまちへ
秦野駅 名水と歴史がつなげる未来　しなやかな街なか暮らし
渋沢駅 自然探訪の玄関口と地域生活の拠点

※太字：重点事業

基本施策

秦野市総合計画 秦野市商工業振興基本計画

第３章　基本目標と施策の柱

　社会経済情勢の変化や本市の商・工業を取り巻く現状と課題を踏まえ、総合計画に掲げる基本目標「住みたくなる　訪れたくなる　にぎわい・活力あるまちづくり」の実現に向け、商・工業振興及び労働施策を推進していきます。

３　【商業振興】
　にぎわいのあるまち

４　【地域】
　小田急線４駅周辺のにぎわい創造

１　【工業振興】
　企業の成長と経営安定住

み
た
く
な
る
　
訪
れ
た
く
な
る
　
に
ぎ
わ
い
・
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り

２　【労働】
　多様な人材の活躍推進

地域に根差した活力あ
る工業の振興

魅力とにぎわいのある商
業の振興

企業誘致と創造的な企
業活動への支援の充実

雇用、就労への支援の
充実

意欲の持てる商業経営
への支援の充実

人にやさしくにぎわいの
ある商店街づくりへの支
援の充実

431

432

441

442

38
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第４章 施策の展開 

１【工業振興】企業の成長と経営安定 

(1) 安定した事業継続の支援 

 

Ⅰ 人材の確保・人手不足対策 

 

〇多様な人材の確保につながる機会づくり 

  企業が安定した事業継続を図れるよう、高校生、子育て世帯、障害者、高

年齢者、Ⅰターン・Ｕターンなど、多様な人材を確保するための機会づくりやマッ

チング支援を強化します。 

ニーズ 取組・事業 実施主体 

人 材 確 保 の

機会がほしい 

【機会創出】 

①ハローワークの誘致・開設 重点  

 ハローワークの誘致による職業相談 ・紹介 、雇用保険 、雇

用対策の３業務の一体的実施  

国・市  

②高校生と企業との交流創出事業 拡充  

 ものづくりの魅力を伝え、進路選択先に市内企業をつなげ

る取組。高校の授業と連携した企業を知る機会の創出事業  

市  

③子育て世帯就職相談会 新規  

 子育てと仕事の両立を支援するセミナー、企業との交流機

会、子育て世帯向けの求人情報・就職相談  

市  

④合同就職面接会 

 求人情報 、企業出展  

市（共催）  

⑤障害者就職面接会 

 求人情報 、企業出展  

国  

⑥高年齢者の就労支援窓口 

 55 歳以上を対象とした求人情報、マッチング、就労説明会  

フルライフはだの 

 

成 果指標 市内就業率 52.3％ 

活 動指標 
多様な人材を対象とした企業との相談・
交流機会 

５回／年 
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〇外国人材の雇用支援 

技能実習制度に代わり新設された育成就労制度などを活用し、企業が求

める外国人材を安定的に雇用できるよう、関係機関と連携して支援します。ま

た、企業がその技術を途切れさせることなく、新たな事業展開につなげることが

できるよう、専門・技術的分野の高い能力を持った外国人材の受入れについて、

県と連携して取り組みます。 

※KIP：神奈川産業振興センター（Kanagawa Industrial Promotion Center） 

 

〇人材確保にかかる助成 

人材確保に当たり、企業が負担する初期コスト等の一部を助成し、人材の

獲得を後押しします。 

人材確保に

かかる費 用

を助 成 して

ほしい 

【雇用促進】 

①障害者雇用奨励補助金 

 障害者の雇用の安定 ・促進の支援  

市 

②労働環境整備資金 

 障害者を常用雇用者とすることによる設備資金  

市 

③人材確保等支援助成金 

 外国人就労環境整備費の支援  

国  

④多様な人材が活躍できる職場環境 新規  

整備支援奨励金  仕事と育児 ・介護の両立等の支援  

県 

⑤ＫＩＰ高度外国人材インターンシップ受入費用奨励金 ＫＩＰ 

⑥高度外国人材受入支援補助金 県  

⑦副業・兼業人材活用補助金 

 プロ人材紹介手数料 、報酬、交通費等の支援  

ＫＩＰ  

 

外国人材を

雇用したい 

【機会創出】 

①かながわ外国人材活用支援ステーション 

 外国人雇用の相談 、マッチング、定着支援の総合窓口  

ＫＩＰ※ 

②KIP 高度外国人材インターンシップ 新規  

受入費用奨励金 

 外国人材インターンシップ生を受け入れた企業への奨励金  

ＫＩＰ 

③専門的 ･技術的分野での高度外国 新規  
人材の確保に対する支援事業  
 高度外国人材の確保支援。説明会 、インターンシップ受入  

県  

④高度外国人材受入支援補助金 新規  

高度外国人材を雇用する企業が負担する手数料等の支援 

県  
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〇従業員の定着支援 

企業の持続可能な経営や競争力強化を後押しするため、従業員が職場に

定着し、その力を発揮できるよう、支援します。 

従 業 員 の 定

着を図りたい 

【定着支援】 

①中小企業退職金共済制度奨励補助金 

 退職金共済制度への加入奨励  

市 

②中小企業福利厚生向上事業補助金  

 施設利用 、旅行企画、ライフケア事業の支援  

市・商工会議所 

③合同入社式 新規  

 新入社員の交流機会の創出、早期離職防止 ・定着支援  

市・商工会議所 

④総合職業技術校（かなテクカレッジ） 

 若年 、55 歳未満、離転職者向け職業訓練  

県 

⑤キャリアアップ助成金 

 非正規雇用労働者の正社員化支援  

国 

従業員のスキ

ルアップを図

りたい 

【人材育成】 

⑥中小企業人材育成事業補助金 重点  

 技術力 ・経営力強化のための従業員研修費用の支援  

市 

⑦ビジネススキル基礎講座 

 ﾏﾅｰや組織 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝなど、新入社員のスキルアップ支援  

市・商工会議所 

⑧スキルアップセミナー（かなテクカレッジ） 

 企業のニーズに応じた在職者向けの職業訓練  

県 

⑨優良従業員表彰 

 労 働者の功績 を讃え、勤 労意欲の向上を図るため、勤続

10 年以上の勤務成績が優良な従業員を表彰  

市・商工会議所 

 

活動指標 人材育成事業補助金の活用事業者数 26 者／年 

 

〇省人化・スマート工場化の支援 

  人手不足の解消や技能継承の課題解決などを目的に、省人化やスマート

工場化を図るための機器及びシステムの導入を支援します。 

省人化のため

の 設 備 を 導

入したい 

①ハイテク機器設備資金 市 

②中小企業省力化投資補助金 

 人手不足に悩む企業の省力化投資を支援  

国 
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〇市内に住み、働くことの魅力発信 

  さまざまな場面を通じて、市内企業を知ってもらうとともに、秦野に住み、働く

ことの良さを知らせる機会づくりに努めます。 

企業のことを

知ってもらい

たい 

①秦野市商工まつり 

 商 ・工業を広く紹介し、理解を深める産業イベント  

市・商工会議所 

②高校生と企業との交流創出事業 拡充  

 高校の教育課程と連携した企業出展  

市  

③夏休みお仕事体験事業 

 こどもたちに様々な社会体験の機会を提供し、社会の仕組
みや労働の大切さを学び、将来の職業選択に生かす事業  

市・企業  

秦野に住み、

働きたい 

④産後ケア事業 

出産後の母子の心身の健康管理や育児をサポート  

市 

⑤子育て支援センターぽけっと２１ 

 妊 産婦 、子育て家庭 、こどもの不安や悩みに寄り添い切れ

目のない相談・支援を実施  

市 

⑥小中学校の完全給食 

 食育と子育て支援の観点から、児童生徒の健全育成に資

する学校給食を実施  

市 

⑦小規模特認校制度 

少人数学校の特性を生かし、特色ある教育活動 ・学習活

動を実施。市内のどの学区からでも通学が可能  

市 

⑧はだの丹沢ライフ応援事業  

 若 者世帯 ・子育て世帯の移住定住を促進するため、住宅

取得費用の一部を助成  

市 

⑨移住お試し住宅 TANZAWALIFE 

 空家を活用した移住お試し住宅  

市 

 子育て支援  

 

 

 

 

移住定住支援 

   教育環境の充実    
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Ⅱ 資金繰り支援 

 

〇事業活動を後押しする融資制度 

  金融機関と連携し、様々な低利の融資制度を設け、中小企業が行う特別な

事業活動に必要な資金を確保できるよう、支援します。 

生産設備を高度化 ・効率

化したい 

①ハイテク機器設備資金 

 設備の高度化 ・効率化のためのハイテク機

器設備資金  

市 

②脱炭素設備等導入促進資金 

新規  

 省 エネルギー設備及び再生可能エネルギ

ー設備の設置に要する資金  

市 

新製品の開発や製品改良

のための機器、研究費がほ

しい 

③ものづくり資金 市 

立地が不適当なため、工場

を移転する資金がほしい 

④事業所立地適正化資金 市 

自然災害等に伴う突発的

な経営不安や安定経営に

向けた支援がほしい 

⑤セーフティネット保証制度 国・市  

⑥経営安定融資 

 

県 

急激な原油 ・原材料高騰

等に対する支援がほしい 

⑦原油・原材料高騰等対策特別

融資 

県 

売上が減少し経営上著し

い困難が生じた 

⑧経済変動特別資金 市 

経営改善に必要な資金が

ほしい 

⑨小規模事業者経営改善資金  日本政策

金融公庫 
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〇相談窓口・補助制度による下支え 

  商工会議所と連携し、中小企業の経営相談や、各種補助制度の申請手続

を支援するとともに、市・県の融資制度を活用した場合の利子や信用保証料

の一部を支援し、金融負担の軽減を図ります。 

経営相談したい 

 

①中小企業相談所業務 

 （ＤＸ・ＩＴ相談窓口） 

 経営革新 、経営一般、情報化、創業 、税務、労務 、取

引 、環 境対策など、経 営 全般に関 する相談 、確定 申

告、金融あっせん、法律・知財 ・ＩＴ相談等  

商工会議所・市 

補 助 金 の申 請 を

手伝ってほしい 

販 路 開 拓 や生 産

性の向上を図りた

い 

②小規模事業者持続化補助金 

 小規模事業者が経営計画を策定し、商工会議所の

支援を受けながら行う販路開拓などの取組を支援  

商工会議所 

融 資 の負 担 を軽

減したい 

③融資資金利子補給制度 

 市 又 は県の融資制度による資金を借 り入れた場合

の支払い利子を補給（補助率：全額～1/3）  

市 

④信用保証料補助制度 

市又は県の融資制度による資金を借り入れた場合

の信用保証料を補助（上限５万円）  

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 
個人経営以外の製造業の事業所の１年間
の製造品出荷額等 

5,893 億円 
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Ⅲ 脱炭素・気候変動対策 

  脱炭素や気候変動対策の視点を持った企業経営に取り組む企業を支援

します。 

脱炭素について知り

たい 
①はだの脱炭素コンソーシアム 新規  

 持 続可能な成長と発展を目指す全ての事業者による

パートナーシップ  

市 

②ＫＩＰカーボンニュートラルワンストップ相談

窓口 

ＫＩＰ 

省 エネルギー設 備 ・

再生可能エネルギー

設備を導入したい 

③脱炭素設備等導入促進資金 新規  市  

④中小企業省エネルギー設備導入費等補

助金 

県 

⑤自家消費型再生可能エネルギー導入費

補助金 

県 

RoHS 指 令 (* )に対

応する生産設備を導

入したい 

⑥環境対応機器設備資金 

(* )EU(欧州連合 )輸出品に適合が義務付けられる電気・

電子機器の特定有害物質の使用期限に関する指令  

市 

特定工場における緑

地 等 の整 備 基 準 を

知りたい 

⑦工場立地法の届出 市 

 

 

活動指標 はだの脱炭素コンソーシアムに参画する事業者数 65 者  
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Ⅳ 災害リスク対策 

  地震、水害、土砂災害などの自然災害や緊急事態が発生した際に、企業

の事業活動を中断させない又は迅速に復旧できるよう、支援します。 

事業継続計画（ＢＣＰ）を作

成したい 
①ＢＣＰ、事業継続力強化計画の策

定支援 

市・県  

自然災害等に伴う突発的

な経営不安や安定経営に

向けた支援がほしい 

②セーフティネット保証制度  

 

国・市  

③経営安定融資  

 

県 

 

活動指標 ＢＣＰ計画等の策定事業者数の割合 50％ 

 

 

Ⅴ 事業承継支援 

  経営資源・雇用の喪失を防ぐため、物価高騰や人手不足等の影響により、

優れた経営資源を持ちながら事業継続に課題を抱える中小企業を支援しま

す。 

事業承継について相談

したい 
①事業承継・引継ぎ支援センター 国・ＫＩＰ 

②３機関連携経営相談窓口 ＫＩＰ 

③金融機関 金融機関 

事業承継にかかる資金

繰りを支援してほしい 

④事業承継補助金 

 企業価値の算定費用等の補助  

県 

⑤事業承継保証 保証協会 

人や仕事とつながりた

い 

⑥起業・イノベーション支援拠点の誘致

及び事業の実施 重点  

県・市  
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(2) 生産性の向上や新たな事業展開 

 

Ⅰ 設備投資 

 

〇設備投資にかかる支援 

  設備投資による企業の生産性向上や新たな事業展開を支援します。 

生産設備を更新し

たい 

①ハイテク機器設備資金 

 生産設備の高度化 ・効率化にかかる設備資金  

市 

②ものづくり資金 

 新製品の開発や製品改良のための機器導入等  

市 

生 産 性 向 上 等 に

伴う優遇措置を受

けたい 

③先端設備等導入計画の認定 

 市 の先 端設備等導入計画に基づく設 備導入 に関

し、固定資産税を軽減  

市 

④地域未来投資促進法に基づく支援  

 新規  

 地 域の特性を生かし高い付加価値を創出する事業

者の設備投資に対する優遇措置  

国・県・市  

 



48 

 

 

 

活動指標 地域未来投資促進法に基づく支援事業者数 1 者  

 

 

 

Ⅱ 高度技術、企業間の連携 

  企業や大学、研究機関等との共同研究、人材交流、知的財産の活用など

により、互いの知識や技術、ノウハウを持ち寄る機会を拡充し、新たな技術の研

究開発や、経営を支える新事業の創出、新規販路・市場開拓などを後押しし

ます。 

大学や研究機関等

との連携の機会が

ほしい  

①産学公連携推進事業 

人的 ・技術的交流を図ることで、企業の新製品 ・新

技術の研究開発などを後押し  

市・商工会議所 

東海大学 

企業間連携の機会

がほしい  

②ワークスペースを活用した交流機会の

創出 新規  

変革を進める企業や革新的な技術 ・サービスを持つ

企業が相互に出会い、業界や業種の枠 を超 えた交

流を図ることにより、課題の解決やイノベーションの発

展につながるよう、支援  

市  
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Ⅲ 受発注機会の拡大 

  企業の強みをＰＲする機会の創出により、受発注機会の拡大を後押しします。 

販路拡大の機会が

ほしい  

①工業技術見本市への出展支援 

工業技術見本市 「テクニカルショウヨコハマ」に、市

内企業のＰＲブースや商談の場を設け、受発注機会

の拡大を支援  

市・商工会議所 

企業の強みや技術

をＰＲしたい  

②はだのものづくり企業支援サイト 新規  

企業の強みや技術をＰＲする動画掲載サイトを活用

し、受発注機会の拡大や人材確保を後押し  

市・商工会議所 

③はだのブランド認証制度 新規  

 秦野の豊かな自然と人の手によるものづくりの力を

内外に発信  

市 

はだのものづくり企業支援サイト  

 

はだのブランド認証制度   

活動指標 工業技術見本市への出展事業者数 1２者／年 
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Ⅳ 起業・イノベーション支援 

  地域の活性化を生み出し、さまざまな地域課題の解決につながるよう、起業

者向けのセミナーの開催、企業間の出会いの場やマッチングを支援します。 

経営、財務、人材、販路開

拓の知識を学びたい 

①特定創業支援等事業 

 金融機関等と連携した起業支援  

市・商工会議所・

金融機関 

人や仕事とつながりたい ②起業・イノベーション支援拠点の

誘致及び事業の実施 重点  

県・市  

新たに事業を始めるのに

設備や運転資金がほしい 

③創業支援資金 市 

④創業支援融資 県 

⑤新規開業・スタートアップ支援資

金 

日 本 政 策

金融公庫 

新製品・新技術の研究開

発に取り組みたい 

⑥産学公連携推進事業 市・商工会議所 

社会課題解決型の起業

をしたい 

⑦かながわ・スタートアップ・アクセ

ラレーションプログラム“ＫＳＡＰ” 

 社会課題解決型の起業者に特化した支援  

県 

県内に拠点を持つ大企業

と成長性の高いベンチャ

ー企業とつながりたい 

⑧ビジネスアクセラレーターかなが

わ“ＢＡＫ” 

 企業のマッチング、実証フィールドの調整等  

県 

発明 ・工夫する楽 しさと

創作する喜びを伸ばした

い 

⑨児童・生徒創意工夫展覧会  

 青少年の創造意欲の増進 、産業発展の担

い手を育成  

市・県  

 

神奈川県起業家創出支援プログラム  

 
起業・イノベーションを支援する  

多世代交流施設の機能イメージ  

  

活動指標 特定創業支援等事業の受講者数 3９人／年 
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Ⅴ 新規立地・施設再整備 

 

〇新規立地・施設再整備の支援 

  新東名高速道路の全線開通を控え、企業の操業拠点として秦野市が選択

されるよう、市外からの新規立地及び既存企業の施設再整備に対する奨励措

置を拡充し、秦野丹沢テクノパークをはじめ市内工業系用地への企業誘致活

動に、関係機関等と連携して取り組みます。 

新 規 立 地 ・施 設

の拡張等に伴 う

優遇措置を受け

たい 

①固定資産税・都市計画税の課税免除  

土地 ・建物 ・設備の固定資産税及び都市計画税を、

操業を開始した年の翌年度以後、４年度分課税免除  

市  

②雇用促進奨励金の適用要件 拡充  

人口増や本社機能の移転を促進するため、奨励金の

交付要件を拡大 。新規雇用 した市民及び市外からの

転入者 10 名以上（中小企業者は５名以上、さらに、本

社機能 を本市内に移転 した事業者は１名以上 ）に拡

大  

市  

③企業立地等奨励金 新規  

新規立地及び施設再整備に係る投下資本額の 10

分の１に相当する額（限度額 5,000 万円）を交付  

市  

④市内企業活用奨励金 新規  

企業の立地及び施設再整備に伴う建設工事や生産

設備の導入等において、市内企業への発注を促進する

ことで、地域内の経済循環を高めるため、建 設工事や

生産設備の導入等を市内企業に発注 した場合 、発注

金額の 100 分の５に相当する額（限度額 300 万円 ）

を交付  

市  

⑤見学・体験施設設置奨励金 新規  

製造工程や品質管理を消費者に見せることで、企業

の知名度の向上 、マーケティングや製品開発に役立つと

ともに人材確保や来訪者の市内周遊観光につながるこ

とも期待できるため、見学 ・体験施設を設置 した場合 、

その設 置 費 用 の 100 分 の５に相 当 する額 （限 度 額

300 万円）を交付  

市  

⑥セレクト神奈川ＮＥＸＴ 

県外からの企業誘致、県内企業の再投資を促進  

県 

⑦企業立地にかかる補助制度等  

 企業立地促進補助金 、企業誘致促進賃料補助金  

 企業立地促進融資  

県 
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立地できる用地や空き工場

の有無を知りたい 

①はだの立地まっち 新規  

 本 市への新規進出及び施設再整備を

支援するための企業立地サポート窓口 。

金 融 機 関 等 と連 携 した用 地 情 報 の把

握 、希望する用地とのマッチング、開発行

為の相談までをワンストップで支援  

市 

物件の所有者と会いたい 

現地がみたい 

開発行為の相談がしたい 

  

活 動指標 はだの立地まっち支援事業者数  3 者／年 

 

〇新たな需要に対応する産業用地の確保・創出 

高速道路のインターチェンジ周辺や幹線道路の沿道等において、広域交通

の利便性を最大限活用するため、「地域未来投資促進法」の活用やグリーン

トランスフォーメーション(エネルギーインフラを脱炭素化し、同時にエネルギーの安定供給 、経済

発展を目指す事業 )産業立地の推進とともに、本市の地域資源を活用し、地域イメ

ージの向上や地域経済の活性化に資する事業の推進など、新たな需要も踏ま

え、必要な用地の確保・創出に取り組みます。 

また、市内企業の半数以上が立地から６０年以上経過し、老朽化や手狭感

などの課題を抱えていることから、安定した事

業継続や生産性向上のための施設再整備に

必要な用地を創出します。 

用地の創出に当たっては、企業進出の機会

を逸することがないように、企業ニーズに応じ

た適切な手法による実現に取り組みます。 
新東名高速道路上空からみる秦野丹沢テクノパーク  
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２【労働】多様な人材の活躍推進 

(1) 労働者支援 

 

Ⅰ 求職支援・雇用マッチング 

  若者、女性、高齢者、障害者など、働く意欲のあるすべての人々が、能力を
発揮し、安心して働くことができるよう、関係機関等と連携して取り組みます。 

仕事を探したい  ①ハローワークと連携した就職支援 重点  

本市にハローワークを誘致し、職業相談 ・紹介 、雇用保

険 、雇用対策の３業務の一体的実施により、働きたい方

の雇用が円滑に進むよう、支援  

国・市 

自分に合う仕事

を知りたい、企業

と出会いたい 

②合同就職面接会 

 求職者の就労支援及び企業の経営強化を目的に、双
方が出会う機会を創出する面接会  

市・国  

③障害者就職面接会 

 ハローワークと連携し、障害を持つ方と企業との出会い
の場として実施する障害者就職面接会  

市・国  

④子育て世帯就職相談会 新規  

 子 育 てと仕事の両立を支援するセミナー、企 業 との交

流機会、子育て世帯向けの求人情報 ・就職相談  

市 

⑤高校生と企業との交流創出事業 拡充  

 高校の授業と連携した、ものづくりの魅力を伝え進路選

択先に市内企業をつなげる取組  

市 

⑥高年齢者の就労支援窓口 

 ５５歳以上を対象とした求人情報 、マッチング、就労説
明会などにより、高年齢者の雇用を支援  

フルライフ

はだの  

 

就 職 活 動 に か か る 相 談  全 国 で 求 人 を 公 開  

キ ャ リ ア コ ン サ ル テ ィ ン グ  事 業 所 の Ｐ Ｒ 情 報 の 提 供  

全 国 ネ ッ ト の 職 業 紹 介  各 種 助 成 金 制 度  

就 職 支 援 セ ミ ナ ー  就 職 面 接 会 ・ 企 業 説 明 会  

職 業 訓 練  子育て、高齢、障害などの支援窓口など 
 

 

 

子育て世帯就職相談会 

ハローワークのサービス体系  
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就職 に向 けたア

ドバイスがほしい 

⑦求職者就職支援カウンセリング 

 専 門 カウンセラーによるマンツーマン相談 。適 職発見 、

面接トレーニングなど、個々に寄り添った求職支援  

市 

⑧就職支援セミナー 

 応 募書類の書き方や面接スキル等 、実践的な採用試

験対策を希望する求職者を支援  

市  

 

活 動指標 求職者就職支援カウンセリングの参加人数 1７0 人／年 

活動指標 
多様な人材を対象とした企業との相談・交流
機会 

５回／年 

 

Ⅱ 職業訓練 

  働く意欲のあるすべての人々が、希望する仕事に就くことを目的に、必要な
知識やスキルを身に付けることができるよう、関係機関と連携して取り組みます。  

仕事に必要な知

識 やスキルを学

びたい 

①神奈川県立職業技術校 

職業に必要な知識 ・技術 ・技能を学ぶための公共職業

能力開発施設 。本市に所在する「かなテクカレッジ西部」

では、工業技術、社会サービス、建築技術の訓練を実施  

県 

②ハロートレーニング 
 再就職 、転職及びスキルアップを支援するための職業訓

練を受講でき、訓練終了後には就職サポートを受けられ

る制度  

国  

③地域若者サポートステーション 

 働くことに悩みを抱える 15～49 歳までを対象にした就

労に向けた支援  

国  

資格取得を支援

してほしい 

④自立支援教育訓練給付金 

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業を目的とした

資格取得のため、指定された講座を受講し、修了した場

合に受講料の一部を給付  

市  

 

   かなテクカレッジ西部  
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Ⅲ 労働相談 

  解雇、雇い止め、配置転換、賃金の引下げ、ハラスメントなど、あらゆる分野
の労働問題を対象とした相談窓口を、関係機関等と連携して開設しています。 

 
解雇・賃金・職場

の 人 間 関 係 な

ど、さまざまなト

ラブルを相 談 し

たい 

①街頭労働相談会 

かながわ労働センターと共催で実施する労働相談会 。

年金 、職場内トラブル、非正規雇用者の権利 、労働者の

福利厚生等の相談に対応  

県・市 

②労働講座  
 かながわ労働センターと連携して実施する労務関係の

制度等について周知する講座  

県・市  

安全衛生に関す

る知識等を身に

付けたい 

③安全衛生講習会 

秦野商工会議所と共催で実施する、労働災害の防止

と労働者の健康確保を目的とした講習会  

市・商工会議所 

 

 

Ⅳ 生活支援 

 
勤労者向けの生

活支援を受けた

い 

①労働者生活資金預託金 

中央労働金庫と提携した、市内在住労働者の生活の

安定と向上を図るための低利な生活資金融資  

市・金融機関 

②高等職業訓練促進給付金  
 ひとり親家庭の父母が、専門的な資格取得を容易にす

るため、６月以上の過程の養成機関で修業する場合に、

受講期間中の生活の負担軽減を図るための給付金  

県・市  

 
 
 
 
 
 

  

セミナー受講の様子  
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(2) 事業主支援 

 

Ⅰ 奨励制度・補助金 

 
雇 用 の 安 定 を

図るための支援

がほしい 

①中小企業退職金共済制度奨励補助金 

市内中小企業の振興 と従業員の雇用の安定を図るた

め、中小企業退職金共済制度への加入を奨励し、企業が

負担する共済掛金の一部を補助  

市 

②障害者雇用奨励補助金  
 市内に住所を有する障害者の雇用の安定とその促進を

図るため、市内中小企業に対し、奨励金を交付  

市  

③中小企業人材育成事業補助金 

 技術力や経営力の強化 を図 るために行 う人材育成事

業に要する経費の一部を補助  

市  

④経営講座・はだの経営塾 

中小企業に対 し、ビジネスマナーなどの基礎 スキルや経

営に対する意識改革を図 る講座を開催することで、取引

先の信頼度を高め円滑に仕事を進められるよう、支援  

市・商工会議所 

⑤人材開発支援助成金 

 事業主が社員のスキルアップに取り組む場合に、訓練経

費や訓練期間中の賃金の一部を助成  

国  

⑥業務改善助成金 

 生産性向上に資する設備投資等 （機械設備や人材育
成 ・教育訓練）を行うとともに、最低賃金を一定額以上引

き上げた場合 、その設備投資などにかかった費用の一部

を助成  

国  

功労、優秀な功

績を認め、称え

たい 

⑦優良店舗及び優良工場表彰 

 経 営の合理化 、近代化 、作業環境及び生産販売技術

の点で他の模範となるような小売店舗及び工場を表彰  

市  

⑧優良技能者表彰 

 永年 、技能者として従事され、技能の錬磨に努め技能職

の発展及び技術の向上に寄与された方を表彰  

市  

⑨優良従業員表彰 

 労 働 者の功績 を讃え、勤 労意欲の向上を図るため、勤

続 10 年以上の勤務成績が優良な従業員を表彰  

市・商工会議所 
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Ⅱ 労働環境の充実支援 

 
従業員とその家

族 の 健 康 や 生

活をサポートし

たい 

①労働者文化体育事業 

労働者相互の交流 、親睦 、余暇活動の充実及び健康の

維持増進を図るため、バスツアーやチケットあっせんなどの

文化体育事業を実施  

市 

②職域連携事業 

年齢や性別 、業種 、事業所の規模に合わせ、働 く方 とそ

の家族に対する効果的な健康支援を行うため、関係機関

との意見交換の場を設置し、実態把握及び課題解決につ

ながる取組の実施  

市  

③秦野地区工業野球大会事業 

労働者相互の交流 、親睦 、余暇活動の充実及び健康の

維持増進を図るため、野球大会を開催  

市・商工会議所 

④中小企業福利厚生向上事業 

中小企業従業員の福利厚生の充実を図るため、商工会

議所が実施する施設利用事業 、旅行企画事業 、講習会

事業に補助  

市・商工会議所 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

優良従業員表彰式                福利厚生向上事業  

 

 

 

成 果指標 
ハローワークにおける職業紹介件数に対する
就職件数の割合 

24％ 
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３【商業振興】にぎわいのあるまち 

(1)電子地域通貨を活用した域内消費の拡大 

電子地域通貨「ＯＭＯＴＡＮコイン（おもたんこいん）」を活用し、市民、事業

者及び行政が一体となって、地域課題を共有し、地域経済の好循環と持続可

能な地域づくりに取り組みます。  新規  

 

【キャッチコピー】 

 使えば使うほど地域が元気になるお金 

 

〇消費拡大の施策 

ＯＭＯＴＡＮコインを活用することにより、地域経済対策事業を適時、適切に

実施することができるようになりました。域内消費を拡大するため、商店会や事

業者等との連携による販売促進事業や、ＯＭＯＴＡＮコインの機能を活用した

個店の魅力の発信に努め、新規加盟店とユーザーの獲得を進めます。 

ＯＭＯＴＡＮコインが地域に愛され、日常的に使用する決済手段として選択さ

れるよう、市民、事業者、行政が一体となって取り組みます。 

 

 

①  経済対策 
ＯＭＯＴＡＮコインを活用した消費喚起施策の実施  

市 

②  ふるさと納税 
ＯＭＯＴＡＮコインを活用した現地決済型ふるさと納税の実施  

市・事業者 

③  商店会等の販売促進 
ＯＭＯＴＡＮコインを活用した商店会等による販売促進事業の実施  

商店会等 

④  クーポンの発行 
OMOTAN コインの「クーポン券」機能を活用した効果的な宣伝や誘客  

事業者 

⑤  加盟店舗の開拓 
OMOTAN コインを利用する消費の拡大につながる新規加盟店舗の開拓  

市・商工会議所 

運営事業者  

⑥  アクティブユーザーの拡大 
OMOTAN コイン利用者を拡大するための周知宣伝  

市・事業者 

⑦  登山及びハイキング客などへの利用拡大 

登山客やハイカーに代表される訪問客への周知宣伝とイベントの実施  

市・商店会 

山小屋組合  

ロゴマーク  
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〇利用環境の整備 

ＯＭＯＴＡＮコインが、市民に受け入れられ、日常的に利用されるようにするた

め、活用方法の研究やより良い支援の在り方について、市民や事業者の声を

聴きながら、システムの機能や利用環境の充実を図ります。 

 

〇シビックプライド（地元愛）の醸成と地域課題の解決 

電子地域通貨事業の効果を最大限に発揮するため、地域課題の共有と解

決に向けて、商店会等と連携しながら、シビックプライドを醸成するともに、行政

目的の達成に向けて、市民の健康寿命の延伸やボランティア活動の推進な

ど、関係する団体等との連携や情報発信を図ります。 

 

 

 

①  アプリの機能の拡充 

利用者と事業者のニーズに合わせた OMOTAN コインの機能の拡充  

市  

②  専用チャージ機の増設  

OMOTAN コインの利用を促進する場所への専用チャージ機の増設  

市 

①  地元を知る機会の創出 

OMOTAN コインを活用した地域活動・自己啓発事業などの周知  
市・商店会等 

②  若年層への普及啓発 

学校行事や出張講座などによる児童生徒への普及啓発  

市 

③  行政利活用の推進  

広 く行政目的の達成につながる手段としての OMOTAN コインの利活用  

市 

④  地域課題の解決 

OMOTAN コインを活用した地域課題解決に向けた連携や支援  

市・市民・事

業者 

活動指標 ＯＭＯＴＡＮコインのユーザー数 50,000 人  

活 動指標 ＯＭＯＴＡＮコインの加盟店舖数 900 店舗 

活動指標 ＯＭＯＴＡＮコインの決済額 5，000 円／人・月  

成 果指標 小売業の年間商品販売額 1,469 億円 
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(2) 個店の支援 

 

Ⅰ 個店への誘客支援 

 
「歩いて楽しい、歩いて暮らせるまちづくり」を目指し、市民の誰もが、住み慣

れた地域で安心して暮らし続けるために必要な個店や商店会がその存在価値

を高めていけるよう、支援します。 

個 店 を Ｐ Ｒ

したい 

①商人魂お役立て講座 拡充  

 地 域 の個 店 を講 師 とする専 門的 な知識 や技術 を受講者

（消費者）に伝える少人数のゼミの開催 。「体験」を個店の新

しい価値として、日常のにぎわいにつなげる。 

市 

②電子地域通貨事業 
 ＯＭＯＴＡＮコインを活用した個店の魅力や地域のイベント情

報の周知と個店への誘客促進  

市 

事業者 

魅 力 あ る 個

店を増やした

い 

③空き店舗活用補助金 

 商店街の商業施設の充実、活性化につながる商店会エリア

の空き店舗を活用した開業者への支援  

市 

 

活動指標 商人魂お役立て講座の開催数 56 回／年 

  

図  商人魂お役立て講座の“新しい価値”

 

 

 

 

商人魂お役立て講座 
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Ⅱ 起業・イノベーション支援 

 

〇新たな担い手の掘り起こし 

60 歳代以上の商業者が過半数を超え、20～４０歳代の若手経営者は約１

割で減少傾向にあり、事業を担う人材の掘り起こしが急務となっています。また、

働き方が多様化し、副業や地域貢献など、事業を担う人材のニーズも多様化

しています。 

 

〇創業時の支援 

新たに事業の担い手として創出した人材が着実に事業をスタートできるよう、

市内金融機関や商工会議所等と連携して支援します。 

 

事 業 を 担 う

人材が必要 

①スモールビジネス創出事業 新規・重点  

 出 産 ・育児 、介護など、ライフイベントに応 じて働き方に変

化の大きい女性や、地域課題の解決に意欲的な若い人材

やセカンドキャリア、I ターン・Ｕターン者などをターゲットにした

担い手の創出 ・育成プログラム  

市 

②空き店舗活用補助金 

 駅周辺の人流増と、商店会エリアへの新規出店を後押し

できるよう、チャレンジショップとしての空き店舗の活用など、

補助制度の柔軟な運用を検討  

市 

③起業・イノベーション支援拠点の誘致 新規  

 起 業 ・イノベーション支 援 拠点 を活用 した起業前 、起 業

時、その後の育成までの支援  

県・市  

④次世代起業家支援事業 

 若年層に対する起業家交流会 、ビジネスプラン作成講座 、

学生ビジネスアイデアコンテストなど  

県 

創業・開業に

つ い て 相 談

したい 

①創業・開業サポート窓口 
 市 、金融機関及び商工会議所が設置する創業 ・開業全

般にかかる相談窓口  

市・商工会議所 

金融機関 

②特定創業支援等事業 
 市内金融機関や商工会議所と連携して行う創業者支援

事業。経営 、財務、人材、販路開拓の知識を学ぶ講座など 

市・商工会議所 

金融機関 

創 業 時 の 支

援がほしい 

③会社設立時の登録免許税の軽減  

 特定創業支援等事業修了者に対する特例措置  
市・金融機関 

法務局 
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〇創業後の伴走支援 

新規事業者が、さまざまなビジネスチャンスや多様な人材と出会い、経営力

を養うことで、着実に事業を継続できるよう、関係機関と連携して支援します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動指標 特定創業支援等事業の受講者数 3９人／年 

創 業 時 の 支

援がほしい 

④無担保・第三者保証人なしの創業関連保
証 
 特定創業支援等事業修了者に対する特例措置  

市・金融機関 

信用保証協会 

⑤新規開業資金の貸付利率の引き下げ 
 特定創業支援等事業修了者に対する特例措置  

市・金融機関 

日本政策金融金庫 

⑥創業支援融資の利率・保証料率の軽減 
 特定創業支援等事業修了者に対する特例措置  

市・金融機関 

県  

創 業 後 の 伴

走 支 援 が ほ

しい  

①商店街後継者育成事業 
 市内商業の次世代を担う後継者の育成 、資質向上と相互

連携を後押しする研修会やイベント事業を実施  

市・商工会議所 

 

②ＨＡＴＳＵ起業家支援プログラム・チャレンジャ
ー制度 
 起 業準備者を募集し、採択者に対して半年間の伴走型集

中支援を行い、事業化を支援  

県 

成果指標 市内就業率 52.3％ 
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Ⅲ 資金繰り支援 

 

〇事業活動を後押しする融資制度 

  金融機関と連携し、様々な低利の融資制度を設け、中小企業が行う特別な
事業活動に必要な資金を確保できるよう、支援します。 

生産設備を高度化 ・効率

化したい 

①ハイテク機器設備資金 

 

市 

②脱炭素設備等導入促進資金  

 新規  

市 

新製品の開発や製品改良

のための機器、研究費がほ

しい 

③ものづくり資金 市 

自然災害等に伴う突発的

な経営不安や安定経営に

向けた支援がほしい 

④セーフティネット保証制度 国・市  

⑤経営安定融資 県 

急激な原油 ・原材料高騰

等に対する支援がほしい 

⑥原油・原材料高騰等対策特別

融資 

県 

売上が減少し経営上著し

い困難が生じた 

⑦経済変動特別資金 市 

経営改善に必要な資金が

ほしい 

⑧小規模事業者経営改善資金  日本政策

金融公庫 

 

〇相談窓口・補助制度による下支え 

  商工会議所と連携し、中小企業の経営相談や、各種補助制度の申請手続

きを支援するとともに、市・県の融資制度を活用した場合の利子や信用保証

料の一部を支援し、金融負担の軽減を図ります。 

経営相談したい ①中小企業相談所業務 

 （ＤＸ・ＩＴ相談窓口） 

  

商工会議所・市 

補助金の申請を手伝って

ほしい 

販路開拓や生産性の向上

を図りたい 

②小規模事業者持続化補助金  

 商 工 会 議所 の支援 を受 けながら行 う販

路開拓などの取組を支援  

商工会議所 

融資の負担を軽減したい ②融資資金利子補給制度   市 

③信用保証料補助制度 市 
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Ⅳ 脱炭素・気候変動対策 

  脱炭素など、気候変動対策の視点を持った企業経営に取り組む企業を支
援します。 

脱炭素について知りたい ①はだの脱炭素コンソーシアム 重点  

 

市 

②ＫＩＰカーボンニュートラルワンストップ

相談窓口 

ＫＩＰ 

省エネルギー設備・再生

可 能 エネルギー設 備 を

導入したい 

③中小企業省エネルギー設備導入費

等補助金 

県 

④自家消費型再生可能エネルギー導

入費補助金 

県 

⑤脱炭素設備等導入促進資金 新規  

 

市  

 

活動指標 はだの脱炭素コンソーシアムに参画する事業者数 65 者  

 

 

Ⅴ 災害リスク対策 

  地震、水害、土砂災害などの自然災害や緊急事態が発生した際に、企業
の事業活動を中断させない又は迅速に復旧できるよう、支援します。 

事業継続計画（ＢＣＰ）を作

成したい 

①ＢＣＰ、事業継続力強化計画の策

定支援 

県 

自然災害等に伴う突発的

な経営不安や安定経営に

向けた支援がほしい 

②セーフティネット保証制度  

 

国 

③経営安定融資  

 

県 

 

活動指標 ＢＣＰ計画等の策定店舗数 28 店舗 
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Ⅵ 事業承継支援 

  経営資源・雇用の喪失を防ぐため、物価高騰や人手不足等の影響により、

優れた経営資源を持ちながら事業継続に課題を抱える事業者を支援します。 

事業承継について相談

したい 

①事業承継・引継ぎ支援センター 国 

②３機関連携経営相談窓口 ＫＩＰ 

③金融機関 金融機関 

事業承継にかかる資金

繰りを支援してほしい 

④事業承継補助金 県 

⑤事業承継保証 保証協会 

人や仕事とつながりたい ⑥起業・イノベーション支援拠点重点  県・市  

 

Ⅶ 地域ブランドによる価値向上 

  秦野が誇る豊かな自然と人の手によるものづくりの力、名水が育んだ地域

の暮らしや文化、技を全国に発信することで、他地域と差別化された独自の価

値を創出し、内外からの評価を高め、地域経済の活性化を目指します。 

      

 

 

 

 

 

   

秦野の価値を

高めたい 

①はだのブランド 新規  

 はだのブランド推進協議会において客観性と信頼性を高め
るため、条件審査と認証審査の２段階審査を行い、よりよい商

品を生み出そうとする事業者の挑戦を後押し 

市 

②木のある暮らしづくり補助金 新規  

 生涯を通じて木とふれあう機会を創出するため、店舗等の新
築やリフォームにおいて、秦野産木材を使用する場合に補助金

を交付  

市 

はだのブランドのロゴマーク  秦野産木材の活用イメージ  
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(3) 商店街の振興 

 

Ⅰ 商業機能の維持向上 

 
駅周辺市街地を利用する住民、商業者、企業、関連事業者等と行政が一

体となって取り組む機運の醸成と体制の構築を進め、駅周辺市街地における

歩いて楽しい、歩いて暮らせるまちづくりの推進を図ります。  

まちに関わるすべて

の人と連携したい 

①小田急４駅周辺にぎわい創造に向けた

中心市街地活性化推進方針 重点  

４駅をそれぞれの特徴を生かした都市の拠点として魅

力を高めることを目的にした取組方針  

市 

②小田急線４駅にぎわい創造検討懇話会 

 新規  

４駅ごとに設置した協議体 。商業者 、自治会 、企業 、学

生など、まちに関わるさまざまな主体で構成  

市 

③４駅周辺のにぎわいづくりに係る補助金 

 新規  

地域の魅力を高め、日常的な来街者を増やすため、４

駅周辺の魅力や特性を生かした事業に対し補助し、地

域主導による継続的なにぎわいづくりを支援  

市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水無川沿いを活用したにぎわいの場づくり 

思いを形にするにぎわい創造検討懇話会 
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商 業 地 への新 規

立地・施設再整備

に伴う優遇措置を

受けたい 

①固定資産税・都市計画税の課税免除  

土地 ・建物 ・設備の固定資産税及び都市計画税を、事

業を開始した年の翌年度以後、４年度分課税免除  

市  

又は  

②企業立地等奨励金 

固定資産税等が法律により非課税 となる事業所の場

合は、投下資本額の 100 分の 5（限度額１億円）を交付  

 

③雇用促進奨励金 

新規に市民を雇用 し、かつ１年以上継続 して雇用 した

場合、１名に付き 30 万円（限度額６００万円）を交付  

市 
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  商店街は、商品やサービスの提供の場であるだけでなく、地域の暮らしを支
える生活基盤として、多様なコミュニティ機能を担い、地域住民が安心して生

活できる環境づくりに大きく貢献しています。ＳＮＳの活用など、商店街の認知

度向上やブランディングにつながる新たな支援策を検討します。 

商 店 街 への誘 客

策を支援してほし

い 

①商店街販売促進事業補助金 拡充  

 商 店 会 が行 う販 売 促 進 事 業 費 の一 部 を補 助 。

OMOTAN コインを活用した企画など、商店会への誘

客やデジタル化につながる活動を手厚く支援  

市 

②市営駐車場の管理運営 

 商業振興及び地域住民サービス向上のため、片町 、

渋沢駅北口に市営駐車場を設置・運営  

市 

③商店街街路灯維持管理補助金 

 商店街での買い物客の通行の安全と誘客促進のた

め、商 店 街 団 体が管 理 する街 路 灯 の電 気 料 、修 繕

費、改修費の一部を補助  

市 

④商店街駐車場管理運営費補助金  

 商店会が顧客のために設置する駐車場の管理運営

費を補助  

市 

⑤商店街共同施設補助金 

 商 店会の魅力向上 、滞在時間や回遊性の向上 、来

街者の利便性向上につながる共同施設に対する補助  

市 

商店会への魅力あ

る個店の出店を後

押ししてほしい 

⑥空き店舗活用補助金 

 商店街の活性化につながるよう、商店会エリアの空き

店舗を活用した開業者に対し、賃借料 、改装費 、広告

宣伝費の一部を補助  

市 

商 店 会 や市 域 全

体 の誘 客 策 を支

援してほしい 

⑦商業活力向上補助金 

 市内商業及び商店街振興のため、秦野商工会議所

と連携し、にぎわい創出事業として実施する、グルメフェ

スティバルやジビエ活用事業などを支援  

市・商工会議所 

 

活動指標 商店街販売促進事業の補助件数 ２５件／年 

活動指標 空き店舗活用事業補助金の申請店舗数 ６店舗／年 

 

Ⅱ 商店街への誘客支援 
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４【地域】小田急線４駅周辺のにぎわい創造 

 

令和４年度から小田急線４駅ごとに設置している「４駅にぎわい創

造検討懇話会」において、地域主導で議論してきた経過をまとめ、地域

の魅力と課題、目指す姿、取組の方向性を共有できるよう、地域計画と

して掲載します。  

 

鶴巻温泉駅 
住んでよし、訪れてよし 

～ 温泉とジビエのまち ～  

 

魅力と課題 

 

年間を通じて行われる事業 

駅前広場を活用して、４月に「鶴巻温泉春まつり」、８月に「鶴巻

温泉納涼盆踊り大会」、１１月に「秋のにぎわいフェア」などを実施

し、子どもから大人まで幅広い年代がまちを訪れる機会となってい

ます。運営には、地元商店主や自治会、地域企業等、様々な団体が連

携して地域を盛り上げています。 

これまで、北口広場での事業が中心でしたが、南口広場や弘法の里

湯を会場にした事業も始まり、駅周辺の利用が広がっています。事業

が行われている日だけでなく、日常的に人の流れを生み出していく

仕掛けづくりが必要です。 

 

ジビエのまち 

「ジビエの食べられる街・鶴巻温泉」のブランド化を進めていま

す。これまでに、ジビエと温泉の魅力を生かしたイベントの実施や、

駅周辺店舗で趣向を凝らした魅力あるメニューの提供など、地域一

体となって様々な取組を展開しています。こうした活動がメディア

に取りあげられるなど、話題性も高まり、ジビエ料理を求める観光客

もみられます。 

 

目指す地域のにぎわいの姿 

「癒し」と「滞在」を生む場所として、日常利用と観光利用がで

きる場所を目指します。 
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また、各種生活利便施設がコンパクトにまとまりながら、自然との

共生が体感できる「住み心地のいいまち」を目指します。 

地域協働の取組の方向  

季節ごとの事業実施 

商店会や自治会、婦人会など、様々な団体が協働して、季節ごとに

趣向をこらした事業を実施しています。 

・鶴巻温泉春まつり 

・あじさい遊歩道散策 

・鶴巻温泉納涼祭 

・そーらーあーす音楽祭 

・秋のにぎわいフェア 

・鶴巻温泉ビジエマルシェ 

 

 

 

 

鶴巻温泉春まつり  

 

弘法の里湯を拠点にした  

にぎわい事業  

 

   

丹沢ジビエ鶴巻温泉の  

ロゴマーク  

 

あじさい遊歩道  

 

そーらーあーす音楽祭  

 

ジビエマルシェ  
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東海大学前駅 ～多世代みんなが主役 愛着のあるまちへ～  

 

魅力と課題 

 

学生のまち 

東海大学湘南キャンパスをはじめ、大根小学校、大根中学校、秦

野高等学校といった複数の教育機関が集積しており、幅広い世代の

学生・生徒・児童が日常的に行き交う地域です。 

そのため、平日は、駅周辺の人流は多くありますが、休校日であ

る週末は、主に東海大学生の人流が極端に減少します。 

また、学生が地域について知ることができる場所がなく、学生が

まちへの愛着を持ち、関わる機会が少ないといった課題がありま

す。 

学生の地域活動は、清掃活動、地域行事、ボランティア活動等盛

んに行われていましたが、コロナ禍を経て、駅前のイルミネーショ

ン事業や東海大学のプロジェクトチームと商店会の協力事業がな

くなるなど、関わりが薄れている状況にあります。 

 

商店会 

地域の個店等 70 店舗が加盟する「東海大学駅前商店会協同組合」

は、駅周辺のにぎわいの中心として地域住民の消費生活を支えてい

ます。ベテランと若手がバランスよく商店会活動に参加し、新しい

事業にも積極的に取り組んでいます。 

令和６年度に、商店会エリアに近接する大型商業施設が閉店・撤

退し、日常の物販ニーズを中心に、地域の消費行動に変化が出てい

ます。 

空き店舗は５年間に平均７店舗程度で推移しており、新規出店は

途切れずにありますが、商店会の加盟店舗数は、減少傾向にありま

す。 

駅周辺には、飲食店が多く物販が少ないため、日常的な物販ニー

ズが駅周辺で満たせるようになれば、人の流れが駅周辺に戻り、商

店会への誘客にもつながると考えています。 

 

目指す地域のにぎわいの姿 

 学生が地域事業に参加し活躍できる機会を創出していくことで、

多世代が、まちへの愛着を高め、活気のあるまちを目指します。 
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地域協働の取組の方向  

地域と学生の協働・連携 

・学校と連携したごみ拾い、大根川清掃 

・駅前広場を活用したイベント 

（東海大学学生会等を中心としたチョークアートイベント） 

・おおね秋祭り（建学祭との連携） 

・地区社会福祉協議会事業 （学生ボランティア体験事業） 

地域に密着した商店会事業 

 ・歳末売り出し＆クリスマスセール 

・おおね秋祭り 

・中元売り出し＆大抽選会 

・One マルシェ 

 （毎月第１水曜日に地域に関わる店舗や大学が出店） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおね秋祭り  

  

 

 

 

売り出し＆抽選会  

 

 

  

東海大学生主体によるチョークアートイベント  

商店会主体の定期物販市  Ｏｎｅマルシェ  
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秦野駅 
―名水と歴史がつなげる未来― 

 しなやかな街なか暮らし  

 

魅力と課題 

 

名水や歴史などの地域資源の活用 

まちの経済・交通の中心として発展した歴史をはじめ、弘法の清

水やまほろばの泉などの湧水、水無川や丹沢の山々を望むことので

きる美しい景観など、まちなかにいながら秦野ならではの豊富な地

域資源を感じることができる場所です。 

今後は、これらの地域資源を生かしたにぎわいの創造に向け、

人々が思い思いに歩くことのできる快適な歩行空間や居心地良く

留まることのできる滞留空間を創出する必要があります。 

 

 

低未利用地等の活用とまちなか居住の推進  

駅周辺では、秦野駅北口に７つの商店会が連なり、人々の生活を

支えるとともに、様々な活動や交流が生まれてきました。 

一方、近年では、空家・空店舗や駐車場用地などの増加により、

まちの活力の低下が懸念されることから、低未利用物件や低未利用

地を積極的に活用するとともに、まちなかに“住む・暮らす”とい

った観点から生活サービス機能の充実や魅力的な環境・景観の形成

等が求められています。 

 

 

持続可能なまちづくり 

社会情勢の変化により、人々の価値観やライフスタイルが多様化

するなかで、持続的なにぎわいを創出するため、令和５年１１月に

「秦野駅北口周辺まちづくりビジョン」を策定し、水無川沿いや令

和８年度に対面通行の開始を控えている県道７０５号、上宿通りや

片町通りなど、通りごとの将来像を掲げ、持続可能なまちづくりに

取り組むこととしました。 

今後は、将来像の実現に向けて、地域資源や地域活動の蓄積を生

かしながら、これまで以上に市民、商業者、企業、行政等が連携し

てまちづくりに取り組むことが必要です。 
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目指す地域のにぎわいの姿 

水無川や秦野名水、歴史・文化などの地域資源を生かしながら、

人にとって居心地の良い空間を創出するとともに、公民連携によ

り、多様な人々がまちなかに来る目的や消費行動につながる仕掛け

づくりに取り組むことで、人々が行き交い、活発な活動が生まれる

まちを目指します。 

 

地域協働の取組の方向  

水無川沿いや低未利用地の活用 

商店街や市民団体等と連携し、秦野駅北口周辺まちづくりビジョ

ンで描く水無川沿いの将来像の実現に向けた活用に取り組んでいま

す。 

商店会事業 

 ・花みずき通り商店会地蔵まつり 

・秦野駅前通り商店街夏祭り 

・大道商和会秋祭り 

・入船あ金土市 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

水無川沿いの将来像の実現に向けた社会実験の様子  

秦野市商店会連合会  

OMOTAN 朝市  

秦野駅前通り商店街  

夏祭り  

花みずき通り商店会  

地蔵まつり  
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渋沢駅 ～自然探訪の玄関口と地域生活の拠点～  

 

魅力と課題 

 

自然との距離の近さ 

渋沢駅は、塔ノ岳、鍋割山、丹沢山の登山口である大倉入口への

バスが１時間に２～４本程度出ており、丹沢登山の玄関口となって

います。駅から歩ける距離に、渋沢丘陵や頭高山などがあります。

また、渋沢駅北口のペデストリアンデッキからは、丹沢山地の景観

を一望することができ、自然の豊かさに日常的に触れることができ

る環境があります。 

一方、登山者は、下山後に駅周辺には立ち寄らず、市外の温泉施

設や食事処へ向かう傾向にあります。下山時間に合わせて開店時間

を調整するなど、登山者が駅周辺を利用するような仕掛けづくりが

必要です。 

 

南北に広がる商店 

渋沢駅の南北には商店会が広がり（北口に３商店会、南口に２商

店会）、地元で長年愛される老舗から、本格的な料理を提供する飲食

店まで、住民の生活に密着した多種多様な店舗があります。 

「秦野市商店街空き店舗活用事業補助金」を活用して出店した店

舗は、平成 21 年４月の制度開始から令和７年９月末までに 71

店舗ありますが、このうち３割が渋沢駅エリアにあり、新規出店場

所として多く選ばれています。 

また、商店会利用は、周辺居住者の来客割合が 42.7％と、他の駅

と比較して高い結果となっており、商店会は、地域住民にとって身

近で利用しやすい、地域に根ざした魅力のひとつとなっています。 

今後は、複数商店会の連携事業など、南北の垣根を越えた取組を

実施していくことで、駅周辺の回遊性の向上を目指します。 

 

目指す地域のにぎわいの姿 

 自然を楽しむ人が集まるゲートウェイとしての顔や、地域に根ざ

した生活拠点があるといった特徴を生かしながら、駅周辺に係る人

にとって過ごしやすい空間を創出しながら、「自然探訪の玄関口」と

「地域生活の拠点」としての役割を目指します。 
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地域協働の取組の方向  

地域が連携したにぎわいづくり 

 ・丹沢まつり商店会巡りスタンプラリー 

 ・柳町商店会イルミネーション事業 

 ・渋沢駅前商店会えびす講まつり 

自治会事業との協働 

 ・環境整備活動 

 ・ふれあいまつり 

 

 

 
 
 

  

 

え びす講  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
商店会による駅前広場の  

イルミネーション事業  

 
東海大学生による親子体験

イベント  

 

 

 

 

 

 

商店会エリアを会場にしたものづくり体験イベント  
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資料編 

１ 各種実態調査結果報告書 

 

(1)工業実態調査 
 

   

https://www.city.hadano.kanagawa.jp 

/soshiki/7/1049/4/1/4/3747.html 

 

(2)商業実態調査 

  

https://www.city.hadano.kanagawa.jp 

/soshiki/7/1049/4/2/3577.html 

 

(3)消費者購買（買物行動）実態調査 
 

 

https://www.city.hadano.kanagawa.jp /soshiki/7/1049/4/2/3693.html  
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２ 秦野市商工業振興基本計画の策定経過 

 

年 月  主な内容 

令和 6年度  基礎調査の実施 
①工業実態調査 
②商業実態調査 
③空き店舗実態調査 
④消費者購買（買物行動）実態調査 

令和 7 年 ４月  
～3 月  

社会経済情勢・ＳＷＯＴ分析・産業連関指標の将来
推計（委託）の実施 

 5 月  第 1 回商工業振興基本計画策定懇話会の開催 
（座長選出、現計画の評価、実態調査の報告など）  

 ７月  同計画策定懇話会工業部会の開催 
（重点施策案の検討）  

  同計画策定懇話会商業部会の開催 
（重点施策案の検討）  

  電子地域通貨事業推進懇話会の開催 
（施策案の検討）  

  西商連と市長との懇談会 

  市商連と市長との懇談会 

  商工会議所正副会頭・各部会長と市長との懇談会 

 8 月  同計画策定懇話会工業部会の開催 
（重点施策案の検討）  

 ９月  第 2 回商工業振興基本計画策定懇話会の開催 
（重点施策案の検討）  

 10 月  商工会議所工業部会役員会の開催 

  電子地域通貨事業推進懇話会の開催 
（計画案の協議） 

 10 月  

～11 月  

4 駅にぎわい創造検討懇話会への意見照会 

（駅ごとの地域計画案の検討）  

 11 月  第 3 回商工業振興基本計画策定懇話会の開催 
（計画案の協議） 

 9 月  
～12 月  

庁内個別協議・意見照会 

令和 8 年 １月  
～3 月  

議員意見聴取、パブリック・コメントの実施  

 3 月  
 

成案 
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３ 秦野市商工業振興基本計画策定懇話会 

 

○秦野市商工業振興基本計画策定懇話会設置要綱 

（令和７年４月１日施行） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内商工業の目指すべき将来像を定めるとともに、環境

の変化に対応するための商工業振興施策を総合的かつ計画的に推進して

いくことを目的に、秦野市商工業振興基本計画を策定するに当たり、意見

又は助言を求めるため、秦野市商工業振興基本計画策定懇話会（以下

「懇話会」という。）を設置し、その組織及び運営等について必要な事項を

定める。 

（意見又は助言を求める事項） 

第２条 意見又は助言を求める事項は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 商業の振興を図るための施策に関すること。 

(2) 工業の振興を図るための施策に関すること。 

 (3) その他秦野市商工業振興基本計画策定について必要な事項に関する

こと。 

（組織） 

第３条 懇話会の委員は１５名以内とし、次に掲げる者により組織する。 

 (1) 商業関係者 

 (2) 工業関係者 

(3) 関係団体から選出された者 

(4) 学識経験を有する者 

 (5) その他市長が必要と認める者 

（会議） 

第４条 懇話会の会議（以下「会議」という。）は、市長が招集する。 

２ 会議は、必要に応じて座長を置くことができる。 

３ 座長を置いたときは、座長が会議の議長となる。 

４ 懇話会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説

明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （報償の支給） 
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第５条 委員が会議に出席するときは、予算の範囲内で報償を支給することが

できる。 

（庶務） 

第６条 懇話会の庶務は、商工主管課において処理する。 

２ 懇話会における意見又は助言は、商工主管課において記録し、文書化する。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営について必要な事項は、 

座長が会議に諮って定める。 

 

附  則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、秦野市商工業振興基本計画が

策定された日限り、その効力を失う。 

no. 所属  氏名  備考  

１  学識経験者 東海大学 大熊 一寛  政治経済学部経済学科  教授  

２ 工業関係 
秦野商工会議所 
工業部会 

嶽石 康昭  
部会長  

岳石電気㈱  代表取締役社長  

３   淵脇 貴志  
副部会長  

㈱秦野精密  代表取締役  

４   多田 謙一  
副部会長  

多田プレス工業㈱  代表取締役社長  

５  秦野工場協会 鈴木 隆文  
幹事会社  

㈱不二家  秦野工場  工場長  

６ 商業関係 
秦野商工会議所
商業部会 

安藤 幸一  
副部会長  

㈱ふるーるあん  代表取締役  

７  
秦野商工会議所
観光飲食部会 

椎野 祐介  
副部会長  

㈱ココハダＬＡＢ代表 ローカルエージェント 

８  
秦野市商店会連
合会 

武  弘晃  
書記  

㈱オフィスベース  代表取締役  

９  
秦野市西商店会
連合会 

関野 信秀  
幹事  

㈱渋沢百貨店  代表取締役  

10 労働関係 
松田公共職業安
定所 

宮嶋 淳一  所長  

11 関係団体 秦野商工会議所 黒葛原 治  事務局長  

12 その他  中小企業診断士 片岡 由美  秦野市空き店舗審査会委員  
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４ 小田急線４駅にぎわい創造検討懇話会 

 

○秦野市 4 駅にぎわい創造検討懇話会設置要綱 

（令和 4 年 6 月 3 日施行、令和 5 年 6 月 1 日改正） 

(趣旨) 

第 1 条 この要綱は、小田急小田原線鶴巻温泉駅、東海大学前駅、秦野駅

及び渋沢駅(以下「小田急 4 駅」という。)の特色及び魅力を生かした駅周

辺地域のにぎわい創造を図るための環境整備及び集客に関する取組並び

に地域の暮らしを支える商店街の商業機能その他の機能を維持するための

担い手づくりについて、課題の抽出及びその解決に向けた意見又は助言を

求めるため、小田急 4 駅ごとに 4 駅にぎわい創造検討懇話会(以下「懇話

会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。 

(意見又は助言を求める事項) 

第 2 条 懇話会において意見又は助言を求める事項は、次に掲げるとおりとす

る。 

(1) 小田急 4 駅周辺の特性を生かした環境整備に関すること。 

(2) 小田急 4 駅周辺の新たなイベントの企画・提案に関すること。 

(3) 地域の暮らしを支える商店街の商業機能その他の機能を維持するため

の担い手づくりに関すること。 

(4) その他にぎわい創造のために必要な事項 

(組織) 

第 3 条 懇話会の参加者は、20 名以内とし、次に掲げる者により組織する。 

(1) 商業関係者 

(2) 商店街において商業振興若しくはにぎわい創造に役立つ活動を行って

いる者又はその活動を行っている団体から選出された者  

(3) その他市長が必要と認める者 

(会議) 

第 4 条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。 

2 会議は、必要に応じて座長を置くことができる。 

3 座長を置いたときは、座長が会議の議長となる。 



82 

 

4 懇話会は、必要があると認めるときは、会議に懇話会の参加者以外の者の

出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めること

ができる。 

(庶務) 

第 5 条 懇話会の庶務は、商工主管課において処理する。 

2 懇話会における意見又は助言は、商工主管課において記録し、文書化す

る。 

(補則) 

第 6 条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営について必要な事項は、

会議に諮って定める。 

 




